
1 
 

 
様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人自動車事故対策機構 
評価対象中期目

標期間 
見込評価（中期目標期間実績

評価） 
第三期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成２４～２８年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 国土交通大臣 
 法人所管部局 自動車局 担当課、責任者 保障制度参事官室 増田直樹 
 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 斉藤夏起 
主務大臣  
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  

 
３．評価の実施に関する事項 
平成２８年６月２９日 理事長・監事ヒアリング実施 
平成２８年７月４日～８日 外部有識者からの意見聴取実施 
 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 
 

評定に至った理由 項目別評定は業務の一部がＡであるものの、全般的にはＢ評定が大多数を占めており、また全体の評定を引き下げる事象もなかったため、評価基準に基づきＢとした。 
 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 安全指導業務、被害者援護業務及び自動車アセスメント業務の各業務において計画を達成している。 

重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 
 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評価に影響を与える事象は無かった。 
 
 
 

 
３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
安全指導業務については、民間参入の更なる促進を図るため、事業者のニーズを踏まえた丁寧な働きかけ及び認定取得に向けた支援を引き続き進める必要がある。 
療護施設については、現状及び今後の課題について整理した上で、今後のあり方について検討を進める必要がある。 
自動車アセスメントについては、自動車技術が加速度的に向上していく中で、一般ユーザー（特に高齢者や女性）に一層わかりやすい情報提供を図っていく必要がある。 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
該当なし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 中期目標達成に向けて順調かつ適切に業務運営されている。組織効率化等で少人数支所が増えている実情を踏まえ、若手職員の早期育成や高度に均質化した人材育成が必要。 

 
その他特記事項 特になし 
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 
中期目標 年度評価 中期目標期間評

価 
項目別

調書№ 
備考欄  中期目標 年度評価 中期目標期

間評価 
項目別

調書№ 
備考欄 

 ２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
見込評

価 
期間実

績評価 
  ２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
見込

評価 
期間

実績

評価 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  
 安全指導業務等        1－1    組織運営の効率化 Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－1  

 民間参入促進 Ｓ

(Ａ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－1－1    人材の活用 Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－2  

 指導講習及び適性

診断の内容の充実 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－1－2    業務運営の効率化        2－3  

 運輸安全マネジメ

ント制度の浸透・定

着 

Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－1－3     安全指導業務 Ａ

(Ｂ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－3

－1 
 

 道路交通安全の向

上 
Ｓ

(Ａ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－1－4     療護施設 Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－3

－2 
 

 療護施設の設置・運

営 
       1－2     交通遺児等への生活

資金の貸付 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－3

－4 
 

 療護施設における

治療・看護の充実 
Ａ 

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ａ  1－2－1     業務全般（経費削

減、契約適正化） 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－3

－5 
 

 療護施設の周知、

知見・成果の普及促

進 

Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－2－2     業務全般（内部統

制、情報セキュリテ

ィ） 

Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  2－3

－6 
 

介護料の支給等 Ｓ

(Ａ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－3              

 交通遺児等への生活

資金の貸付 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－4              

 自動車事故被害者等

への情報提供・相談

対応 

Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－5   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

 自動車アセスメント

情報提供業務 
       1－6    予算、収支計画及び資

金計画 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  3－1  

 衝突安全性能評価 Ａ

(Ｂ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－6－1              

 予防安全技術試験 Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ Ｂ  Ｂ  1－6－2              
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 わかりやすい情報

提供 
Ａ

(Ｂ) 
Ｓ

(Ａ) 
Ａ Ａ  Ａ  1－6－3              

 自動車事故対策に関

する広報活動 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ  1－7              

            Ⅳ．その他の事項  
             施設及び設備に関する

計画 
Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ    

            人事に関する計画 Ａ

(Ｂ) 
Ａ

(Ｂ) 
Ｂ Ｂ  Ｂ    

                      
                      

                       
 
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 安全指導業務等 民間参入促進 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1 号及び第 2 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指導講習受

講者数 
－ － 142,341 人 136,970 人 132,372

人 
130,298
人 

 予算額（千円） － 
 

－ － －  

適性診断受

診者数 
－ － 461,733 人 455,561 人 459,164

人 
461,138
人 

 決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,643,261  

指導講習教

材頒布数 
－ － 19 者 19 者 

(4,722 冊) 
37 者 
（ 13,801
冊） 

51 者 
（26,663
冊） 

 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785  

講習講師要

件研修参加

者数 

－ － 53 者（82
人） 

51 者（82
人） 

58 者（96
人） 

61 者

（117
人） 

 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,940 2,639  

i-NATS（新

適性診断シ

ステム）提供

数 

－ － 14 者 27 者（103
台） 

34者（159
台） 

46 者

（204
台） 

 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － －  

カウンセラ

ー要件研修

参加者数 

－ － 24 者（34
人） 

12 者（18
人） 

33 者（42
人） 

33 者（49
人） 

 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309  

 指導講習民

間参入者数 
（年度末事

業者数） 

－ － 7 者 27 者 40 者 60 者         

 適性診断民

間参入者数 
（年度末事

業者数） 

－ － 14 者 37 者 45 者 55 者         
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※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の実績額（安全指導業務 

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能 

な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構は、「独立

行政法人改革等

に関する基本的

な方針」（平成２

５年１２月２４

日閣議決定）にお

いて、安全指導業

務については、運

輸業の事業者団

体等に重点をお

いて、民間参入を

促進することと

されていること、

自動車アセスメ

ント業務につい

ては、引き続き機

構で実施するこ

ととされている

こと等を踏まえ、

安全指導業務か

ら被害者援護業

務及び自動車ア

セスメント業務

へ業務の重点化、

深度化を図ると

の考え方の下、以

下の取組を進め

る。 
 
①安全指導業務

の実施が、事業用

①民業補完の原

則を踏まえ、ユニ

バーサルサービ

スを確保しつつ、

民間と協同して、

全国の自動車運

送事業者に対し

て安全指導業務

を実施します。ま

た、国と連携し、

安全指導業務に

おける民間参入

の障壁となる要

因分析等を行い、

民間参入促進の

ための具体的な

取組方策（認定取

得の支援等・その

実 施 時 期 を 含

む。）を策定する

とともに、安全指

導業務を担う民

間団体等の認定

取得を支援しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
指導講習受講者数 
適性診断受診者数 
教材頒布数 
民間参入者数 
等 
 
＜評価の視点＞ 
ユニバーサルサービス

を確保しつつ、民間参入

の促進に向けた支援が

確実に行われている

か。民間参入促進のた

めの工程表に沿った取

組がなされているか。 

〈主要な業務実績〉 
 ユニバーサルサービス

を確保しつつ、指導講習及

び適性診断の安全指導業

務を実施するとともに、平

成２４年度に国と連携し

て民間団体等に対して実

施した民間参入の障壁と

なる要因分析等のための

調査結果を踏まえ、民間参

入促進に向けた以下の認

定取得支援の取組を実施

した。 
１）「指導講習講師等の資

格要件研修実施の案内」、

「安全指導業務（適性診断

及び指導講習）への民間参

入の案内」、「参入に関する

ＦＡＱ」及び「民間参入に

ついての分かりやすいＤ

ＶＤ」をＮＡＳＶＡホーム

ページへ掲載し、民間参入

に関する情報を提供した。 
２）認定取得に必要な要件

研修（第一種講師資格要件

研修、第一種カウンセラー

資格要件研修）を実施し

た。 
３）指導講習テキスト、ナ

スバネットを提供した。 
４）平成２５年度に国が策

＜自己評価＞ 
評定：A 
 民間参入の障壁となる要因

分析の結果を踏まえ、ＨＰへ

の民間参入に関する情報提

供、認定取得に必要な要件研

修の実施、指導講習テキスト

の頒布、診断機器ナスバネッ

トの提供といったナスバなら

ではの認定取得の支援に的確

に取り組んでいる。 
 その取組の実績について

は、数値目標こそ設定してい

ないものの、１．４倍～５倍

以上も延びており、評価基準

において規定されている定量

的指標の判断基準１２０％と

いう要件に鑑みても、非常に

高い実績に達しているものと

考える。 
 さらに、大規模及び中小規

模団体等への協働による参入

の提案については、工程表を

前倒しで実施してきた結果、

大規模団体等のナスバとの協

働による参入を早々に実現さ

せているところである。 
 これらの取組により、まさ

に民間参入の流れが加速する

に至り、参入事業者数も大幅

に増加している状況であり、

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 民間参入の障壁となる要因分析の結果を受

け、要件研修の実施、指導講習教材や診断機器の

提供等、民間参入促進のための取り組みを早々

に開始した結果、要件研修の参加者や指導講習

教材の頒布数、ナスバネットの提供台数が大幅

に増加している。 

また、ユニバーサルサービスを確保しつつ、民

間参入促進に向けた工程表に基づく協働による

参入の提案を前倒しで実施するなど、積極的な

取り組みを進めていることは評価できる。 

しかし、「独立行政法人改革等に関する基本的な

方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）にお

ける運輸業の事業者団体等に重点をおいた民間参

入の促進については、機構との協働による参入

が平成２７年度の２者にとどまっており、全国

でその成果が現れているとは言えず、「所期の

目標を上回る」とまでは評価できない。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を達成する見込みとしてＢ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 運輸業の事業者団体を中心とした民間参入の

さらなる促進を図るため、安全指導業務の協働

での実施についての課題等を整理するととも

に、事業者のニーズを踏まえた丁寧な働きかけ

及び認定取得に向けた支援が求められる。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
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自動車の事故防

止に重要な役割

を果たしている

ことを踏まえ、機

構は、ユニバーサ

ルサービスを確

保しつつ、民間と

協同して安全指

導業務の一層の

充実を図る。安全

指導業務におけ

る民間参入の促

進については、国

と連携しつつ、民

間参入の障壁と

なる要因分析等

を行い、国の目標

に沿った民間参

入促進のための

具体的な取組方

策（認定取得の支

援等・その実施時

期を含む。）を策

定する。 
 あわせて、これ

まで蓄積した知

見等を活用し、指

導講習及び適性

診断の内容の一

層の充実・改善を

図る。 

定した民間参入促進のた

めの工程表（ロードマッ

プ）を踏まえ、民間参入に

係る取組方策を各主管支

所長に指示するとともに、

ロードマップでは本来平

成２７年度からの取組で

ある大規模及び中小規模

の県トラック協会等に対

するＮＡＳＶＡとの協働

による参入の提案を前倒

しで実施した。 
 
 こうした参入支援に向

けたナスバならではの取

組は、参入を望む事業者等

からの評価も高く、今中期

期間における実績が以下

のとおり大きく向上して

いる。 
・講習講師要件研修参加者

数：（H24 年度）５３者８

２名  →（H27 年度）６

１者１１７名  （参加者数

１．４２倍） 
・指導講習教材頒布数：

（H25 年度）１９者 4,722
冊→（H27 年度）５１者

26,663 冊（頒布数５．６４

倍） 
・カウンセラー要件研修参

加者数：（H24 年度）２４

者３４名  →（H27 年度）

３３者４９名 （参加者数

１．４４倍） 
・ナスバネット提供台数：

（H25 年度）２７者１０３

台→（H27 年度）４６者２

０４台 （提供台数１．９８

倍） 
・特にナスバならではの取

平成２８年度においても計画

を着実に実施する見込みで中

期計画を十分に達成している

ほか、目標を上回る成果も見

受けられるものと判断しＡ評

価とするものである。  
 
 
 

・自動車運送事業者の安全性確保のため適性診

断の広がりが必要。支所外診断の拡大を進めて

ほしい。 
・大都市における自動車運送事業の事業者団体

による民間参入を進める必要がある。 
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組である協働による参入

の働きかけに対し、平成２

７年度で中規模団体等２

団体が協働参入、さらに大

規模団体も協働参入（見込

み）。  
 以上の取組により、平成

２４年度末では、指導講習

業務への参入事業者７者、

適性診断業務への参入事

業者１０者であった民間

参入実績が、平成２７年度

末においては、指導講習業

務６０者（８．５倍）、適性

診断業務５５者（７．８倍）

と大幅に増加するに至っ

ている。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２ 安全指導業務等 指導講習及び適性診断の内容の充実 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 1 号及び第 2 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

指導講習受

講者からの 
評価度（計画

値） 

中期目標期

間の年度毎

に４．０以

上 

－ 4.0 以上 
 

4.0 以上 
 

4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

指導講習受

講者からの 
評価度（実績

値） 

－ 4.44 
 

4.51 4.53 4.48 
 

4.48 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,643,261 － 

達成度 － － 112.8％ 
 

113.3％ 112.0％ 112.0% － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 － 

適性診断受

診者からの 
評価度（計画

値） 

中期目標期

間の年度毎

に４．０以

上 

－ 4.0 以上 
 

4.0 以上 
 

4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,940 2,639 － 

適性診断受

診者からの 
評価度（実績

値） 

－ 4.16 4.39 4.40 4.34 4.39 － 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

達成度 － － 109.8％ 110.0％ 108.5％ 109.8% － 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

 自動車運送

事業者から

の評価度（計

画値） 

中期目標期

間の年度毎

に４．０以

上 

－ 4.0 以上 
 

4.0 以上 
 

4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上        

 自動車運送 － 4.18 4.28 4.29 4.35 4.36 －        
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事業者から

の評価度（実

績値） 
 達成度 － － 107.0％ 107.3％ 108.8％ 109.0% －        

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の実績額（安全指導業務 

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能 

な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ①安全指導業務

の実施が、事業用

自動車の事故防

止に重要な役割

を果たしている

ことを踏まえ、機

構は、ユニバーサ

ルサービスを確

保しつつ、民間と

協同して安全指

導業務の一層の

充実を図る。安全

指導業務におけ

る民間参入の促

進については、国

と連携しつつ、民

間参入の障壁と

なる要因分析等

を行い、国の目標

に沿った民間参

入促進のための

具体的な取組方

策（認定取得の支

援等・その実施時

期を含む。）を策

定する。 

②安全指導業務

については、これ

まで蓄積した知

見等を活用し、指

導講習及び適性

診断の内容の一

層の充実・改善を

図ります。 
 
③ ②の施策を実

施することによ

り、受講者・受診

者・事業者に対す

る５段階評価の

調査における安

全対策への支援

効果に関する評

価度について、中

期目標期間の年

度毎に４．０以上

とします。 

＜主な定量的指標＞ 
・指導講習受講者から

の評価度 
・適性診断受診者から

の評価度 
・自動車運送事業者か

らの評価度 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
これまで蓄積した知見

等を活用し、指導講習及

び適性診断の内容の一

層の充実・改善が図られ

ているか。 
受講者・受診者・事業者

からの評価が得られて

いるか。 

〈主要な業務実績〉 
 自動車運送事業者が適

性診断結果を活用して運

転者教育を行いやすいよ

う、また、運行管理者等が

点呼の際にドライバーに

対して適性診断結果の注

意点を適切にアドバイス

できるよう、適性診断票に

要点をまとめたページを

作成するなどの改善を図

るとともに、慶応大学医学

部等により結成されてい

る「ドライアイ研究会」が

行うドライバーに対する

ドライアイの測定調査に

協力し、事故惹起者及び高

齢ドライバーにおけるド

ライアイのデータと適性

診断データの関連性の有

効活用について検討を行

うといった知見の活用を

図りつつ、指導講習教材に

おいては、運行管理者等に

最新の情報を提供するた

め、常に関係法令の改正動

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 これまで蓄積した知見等を

幅広く活用した取組を進める

とともに、指導講習及び適性

診断の内容の充実・改善を恒

常的に実施しており、平成２

８年度においても計画を着実

に実施する見込みであること

から、中期計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評定

とするものである。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
指導講習教材や適性診断票の改善を随時実施

して、常に指導講習・適性診断の内容の充実を図

るとともに、これまでに蓄積した知見等を活用

した具体的な取り組みも進めている。受講者、受

診者、事業者の各方面からも高い評価を得ており、

中期計画における所期の目標を達成すると認め

られるため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
これまでの安全指導業務の実施によって蓄積

された知見やビッグデータの有効活用方策につ

いて、さらなる検討を進める必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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 あわせて、これ

まで蓄積した知

見等を活用し、指

導講習及び適性

診断の内容の一

層の充実・改善を

図る。 

向等を把握し最新情報を

掲載してきたほか、交通事

故被害者について運転者

の意識を高めるため、被害

者援護業務の取組を一般

講習テキストに掲載する

等、内容の充実・改善を恒

常的に実施した。 
 
 ４．０以上の評価を毎年

度得た。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―３ 運輸安全マネジメント制度の浸透・定着 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

安全マネジ

メント評価

実施事業者

数 

－ － 20 事業者 
 

18 事業者 12 事業者 13 事業者 － 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

安全マネジ

メントコン

サルティン

グ実施件数 

－ － 
 

49 件 31 件 25 件 
 

33 件 
 

－ 決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,643,261 － 

安全マネジ

メント講師

派遣件数 

－ － 479 件 
 

448 件 461 件 498 件 － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 － 

安全マネジ

メント講習

会実施回数、

参加人数 

－ － 87 回 
2,395 件 

85 回 
2,114 件 
 

96 回 
3,015 件 

91 回 
2,242 件 

－ 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,940 2,639 － 

安全マネジ

メント支援

ツール講習

会実施回数、

参加人数 

－ － 64 回 
1,130 人 

58 回 
844 人 

66 回 
1,275 人 

73 回 
1,181 人 

－ 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

安全マネジ

メント内部

監査講習会

実施回数、参

加人数 

－ － 52 回 
720 人 

50 回 
758 人 

55 回 
995 人 

61 回 
931 人 

－ 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 
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 安全マネジ

メントセミ

ナー参加人

数 

－ － 822 人 711 人 1,034 人 1,117 人 －        

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の実績額（安全指導業務 

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能 

な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 運輸安全マネ

ジメント評価等

の安全マネジメ

ント業務につい

ては、自動車運送

事業者における

安全確保に重要

な意義を有して

いるが、国の体制

のみでは普及促

進を強化できる

範囲に限度があ

る。このため、機

構は、安全指導業

務において蓄積

した経験・知見や

全国に支所を有

する体制を活用

しつつ、大手・中

堅事業者を中心

とした国の取組

を補完し、民間と

協同して、中小事

業者を含めた自

動車運送事業者

全般へ、国の取組

④ 事業者自らが

主体的に輸送の

安全性の向上を

図る安全マネジ

メント業務につ

いては、安全管理

規程の作成等が

義務付けられて

いない中小規模

の運送事業者を

対象とした運輸

安全マネジメン

ト評価、講習会、

コンサルティン

グ等の実施によ

り、国の取組と連

携して安全指導

業務において蓄

積した経験・知見

や全国に支所を

有する体制を活

用しつつ自動車

運送事業者全般

への制度の浸透・

定着を図ります。 
 また、安全指導

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
・安全マネジメント評

価実施事業者数 
・安全マネジメントコ

ンサルティング実施件

数 
・安全マネジメントセ

ミナー参加人数 
等 
 
＜評価の視点＞ 
安全マネジメント制度

の浸透・定着に向けた

取組が着実になされて

いるか。 
安全マネジメント業務

内容の充実・改善が図ら

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 中小規模の運送事業者

を中心に全国幅広く安全

マネジメント制度の浸透・

定着を図り、体制の構築、

改善を支援するため、ナス

バの全国支所体制を活用

し、安全マネジメント評

価、コンサルティング、講

師派遣、安全マネジメント

講習会、（本部）安全マネジ

メントセミナー等を実施

した。 
 特に、安全マネジメント

講習会については、平成２

６年度からは新たに国交

省から認定を受けたセミ

ナーとして全国で開催し、

受講者数が過去最高に至

ったほか、本部主催の安全

マネジメントセミナーに

ついても、９回目の開催と

なる平成２６年度に来場

者が初めて１千人（1,034
人）を超え、さらに１０回

目記念の２７年度には

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 全国に支所を有する体制を

活用し、国の取組を補完する

ため、安全マネジメント評価、

コンサルティング、講師派遣、

安全マネジメント講習会、（本

部）安全マネジメントセミナ

ー等を積極的に実施してお

り、特にナスバならではの取

組である安全マネジメントセ

ミナーにおいては、１０回目

の開催となった平成２７年度

に過去最高の来場者を記録す

る等、安全マネジメント制度

の浸透・定着を大きく促進さ

せているほか、安全指導業務

に係るこれまで蓄積した知見

等を活用した教材を継続的に

作成・頒布を続ける等、安全

マネジメント業務内容の一層

の充実・改善を図っており、

平成２８年度においても計画

を着実に実施する見込みであ

ることから、中期計画を十分

に達成しているものと判断し

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
全国に支所を有する体制を活用して安全マネ

ジメント評価、コンサルティング、講師派遣、安

全マネジメント講習会、安全マネジメントセミ

ナー等を実施し、安全マネジメント制度の浸透・

定着のための取り組みを積極的に進めている。

また、安全指導業務において蓄積した知見等を

活用して危険予知トレーニング教材を作成・頒

布する取り組みは、事業者からも高い評価を受

けている。 
以上の取り組みにより、中期計画における所

期の目標を達成すると認められるため、Ｂ評価

とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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と連携して制度

の効果的・効率的

な浸透・定着を図

る。 
 あわせて、機構

が安全指導業務

において蓄積し

た経験・知見を活

用するとともに、

国際標準化機構

における道路交

通に係る安全管

理に関する動向

等を踏まえ、内容

の一層の充実等

を図る。 

業務に係るこれ

まで蓄積した知

見等を活用し、安

全マネジメント

業務内容の一層

の充実・改善を図

ります。 

1,117 人と過去最高を記録

する等、安全マネジメント

制度の浸透・定着を大きく

促進させた。 
 また、安全指導業務にお

いて蓄積した知見等も活

用し作成した講習会用の

教材を、事業所で使用でき

るよう危険予知トレーニ

ング教材「ＫＹＴ」を作成・

頒布し、事業者からの評判

が高かったため、さらなる

充実・強化を図り、「ＫＹＴ

－Ⅱ」「ＫＹＴ－Ⅲ」「ＫＹ

Ｔ－Ⅳ」と新たに順次作

成・頒布した。 

Ｂ評価とするものである。  

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―４ 道路交通安全の向上 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

        予算額（千円） － 
 

－ － － － 

        決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,499,643 2,376,095 2,552,142 2,643,261 － 

        経常費用（千円） 
※注１～注３ 

3,097,907 2,959,789 3,160,644 3,213,785 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△2,738 2,694 1,940 2,639 － 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

                
※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「指導講習及び適性診断業務」の実績額（安全指導業務 

全体の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から計上可能 

な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 運輸安全マ

ネジメント評価

等の安全マネジ

メント業務につ

いては、自動車運

送事業者におけ

る安全確保に重

要な意義を有し

ているが、国の体

制のみでは普及

促進を強化でき

る範囲に限度が

ある。このため、

機構は、安全指導

業務において蓄

積した経験・知見

や全国に支所を

有する体制を活

用しつつ、大手・

中堅事業者を中

心とした国の取

組を補完し、民間

と協同して、中小

事業者を含めた

自動車運送事業

者全般へ、国の取

組と連携して制

度の効果的・効率

的な浸透・定着を

図る。 
 あわせて、機構

が安全指導業務

において蓄積し

た経験・知見を活

用するとともに、

国際標準化機構

における道路交

⑤ 国際標準化

機構（ＩＳＯ）の

道路交通安全委

員会（ＰＣ２４

１）において、日

本工業標準調査

会が承認した国

内審議団体とし

て、情報の収集、

国内の意見集約

等の国際標準作

成に関する活動

を行うとともに、

国際的道路交通

安全マネジメン

トの取組を事業

者等に浸透させ

ることにより道

路交通安全の向

上に寄与します。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
国際的道路交通安全マ

ネジメントの浸透に向

けた取組が着実になさ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 ＩＳＯ３９００１（道路

交通安全マネジメントシ

ステム）の国内審議委員会

の事務局として、「運輸安

全マネジメント制度」で培

った道路交通安全分野の

マネジメントの経験に基

づき、ＩＳＯ３９００１に

関する情報収集及び国内

の意見集約、関連規格の作

成及びその運用を行い、国

内の道路交通安全の向上

に寄与するため、以下の活

動を実施した。 
１）ＩＳＯ３９００１の規

格開発に係る国内審議委

員会を開催し、外部有識者

等から情報収集及び国内

意見の集約を行うととも

に、国際会議等に職員を派

遣し、ＩＳＯ３９００１に

関する情報を収集した。 
２）ＩＳＯ３９００１を運

送事業者等で適切に運用

していくための規格解説

本のほか、ＩＳＯ３９００

１の更なる普及・啓発のた

め、認証取得の効果等を伝

えるＩＳＯ３９００１紹

介ＤＶＤを製作した。 
 また、ＩＳＯ３９００１

を運送事業者等に浸透さ

せるため、以下の取組によ

り普及・広報活動を実施し

た。 
１）安全マネジメントセミ

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 ＩＳＯ３９００１の国内審

議委員会の事務局として、情

報収集や国内意見集約、関連

規格の作成及びその運用を行

うとともに、法規制やインフ

ラ整備が進んでいる我が国の

実情に適合する具体的な安全

対策として「N-RTS マネジメ

ントシステム」を発行し、同

スキームの的確な運用・定着

に向けた取組を開始する等、

ＩＳＯ３９００１の普及、浸

透に向け取り組んでおり、平

成２８年度においても計画を

着実に実施する見込みである

ことから、中期計画を十分に

達成しているものと判断しＢ

評価とするものである。  
 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
道路交通安全マネジメントシステム規格の普

及・浸透に向け、ISO39001 の国内審議委員会の

事務局として、情報収集や国内の意見集約等を

行うとともに、我が国の実情に適合する具体的

な安全対策として「N-RTS マネジメントシステ

ム」を発行し、的確な運用・定着に向けた取組を

進めるなどの取り組みを進めている。 
以上により、中期計画における所期の目標を

達成すると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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通に係る安全管

理に関する動向

等を踏まえ、内容

の一層の充実等

を図る。  

ナー、安全マネジメント講

習会及び各種業界団体が

開催するセミナーや研修

会において、、ＩＳＯ３９

００１開発の経緯及び概

要を説明。 
２）ＩＳＯ３９００１体制

構築支援コンサルティン

グを実施。 
３）東京、大阪、名古屋ほ

か 主 要 ６ 都 市 で ISO 
39001 の更なる普及を目

的とした「ISO 39001 紹介

セミナー」を開催。 
 さらに、平成 26 年 8 月、

ISO 関係機関と検討し、法

規制やインフラ整備が進

んでいる我が国の実情に

適合する具体的な安全対

策として、ISO３９００１

に関する追加要求事項「N-
RTS マネジメントシステ

ム」を発行し、同スキーム

の的確な運用・定着に向け

た取組を開始した。 
 
 以上のような取組の効

果もあり、ISO３９００１

を取得した事業者数は、平

成２４年度末１４者であ

ったものが、平成２７年度

末には１３２者と大きく

広がっている。 
 
４．その他参考情報 
特になし 

 

  



18 
 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 療護施設における治療・看護の充実 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

遷延性意識

障害からの

脱却者数 
（計画値） 

中期目標期

間 95 人以上 
－ 19 人以上 19 人以上 19 人以上 19 人以上 － 予算額（千円） － 

 
－ － － － 

遷延性意識

障害からの

脱却者数 
（実績値） 

－ 88 人 
 

28 人 30 人 21 人 20 人 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 － 

達成度 － － 147.4％ 
 

157.9％ 110.5％ 105.3％ － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

2,908,890 3,241,032 3,279,712 3,295,184 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

289 4,013 4,232 4,232 － 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

                
※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務全体の実績額） 

を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から 

計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構は、自動車

事故による遷延

性意識障害者（脳

損傷により自力

移動・摂食が不可

能であるなどの

最重度の後遺障

害者）に対して公

平な治療機会を

確保しつつ効果

的な治療を提供

する観点から、療

護施設の設置・運

営に関して以下

の取組を行う。 
 
① 療護センタ

ーにおいて、必要

なハード・ソフト

両面の措置を講

じた上で質の高

い治療・看護を実

施する。 
 
② 療護施設機

能一部委託病床

（以下「委託病

床」という。）にお

いて、療護センタ

ーに準じた質の

高い治療・看護を

実施するととも

に、近畿地区及び

関東西部地区に

新たな委託病床

を設置する。な

お、その後の委託

病床の立地等の

① 療護センタ

ーにおいては、病

棟ワンフロアシ

ステム（注４）、プ

ライマリーナー

シング（注５）や

高度先進医療機

器の整備を図る

ほか、大学等研究

機関や他の医療

施設との連携強

化、職場内研修の

充実、「遷延性意

識障害度評価表」

を用いた治療改

善度の活用等に

より、医療技術や

看護技術等の開

発・向上を図り、

質の高い治療・看

護を実施します。 
 
（注４）「病棟ワ

ンフロアシステ

ム」とは、病棟を

１つのフロアに

集中、仕切りを最

小限にして患者

を絶えず観察視

野におく方式の

ことをいう。 
（注５）「プライ

マリーナーシン

グ」とは、１人の

患者を同じ看護

師が入院から退

院まで一貫して

受け持つ看護方

＜主な定量的指標＞ 
遷延性意識障害からの

脱却者数 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
療護施設において質の

高い治療・看護が実施

されているか。 
新たな委託病床が着実

に設置されているか。 

〈主要な業務実績〉 
 医療技術や看護技術等

の開発・向上のため、毎年

度、以下の取組により質の

高い治療・看護を実施し

た。 
 
１）各療護センターにおい

て、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の高

度先進医療機器を用いた

高度な検査・治療を行うと

ともに、ワンフロア病棟シ

ステムによる集中的な患

者観察、プライマリーナー

シング方式等による質の

高い看護を実施。 
 
２）医療技術、看護技術等

の着実な開発・向上のた

め、以下の取組みを実施。 
・「施設及び設備に関する

計画」に基づき、高度先進

医療機器を順次整備。 
・また、老朽化してきた療

護センターの施設につい

て、計画的な修繕を行うた

め中長期修繕計画を策定。 
・療護センターの知見・ノ

ウハウを活かし、地元大学

医学部等との連携による

日本意識障害学会等にお

ける共同研究発表。 
・高度先進医療機器を利用

した治療の研究、指導、研

修等を実施し、人材育成と

地域医療の充実に貢献。 
・入院患者看護担当チーム

ごとに、ケースレポート研

＜自己評価＞ 
評定：A 
 療護センターにおいて、高

度先進医療機器を用いた高度

な検査・治療、ワンフロア病

棟システムの運用、プラーマ

リーナーシング、ナスバスコ

アの活用等、きめ細かく質の

高い看護を実施し、委託病床

においても、運営方針や治療

技術等の各種情報の共有化を

図り、質の高い治療・看護に

取り組んでいる。 
 
 さらに、温浴刺激療法やバ

ランスボールを使用した軽運

動等により、関節拘縮等の改

善に効果的な新しい看護手法

である「療護看護プログラム」

（新看護プログラム）につい

て、効果の検証・分析を行い、

本格的な導入を開始しただけ

ではなく、その一層の定着に

向けた取組も開始したほか、

一部の療護施設においては、

自立動作支援ロボットスーツ

「ＨＡＬ」を試験的に導入し、

起立・立位保持訓練の効率化

を図る等、新たな独自の取組

も進めているところである。 
 なお、質の高い治療・看護

の取組により、脱却者数につ

いては、平成２７年度末時点

で９９人に達しており、平成

２８年度においても年度計画

の１９人以上を達成すること

が見込まれることから、中期

期間合計で１１８人に至り、

評定 A 評定  
＜評定に至った理由＞ 
ワンフロア病棟システム、プライマリーナー

シング、高度先進医療機器といった従来からの

療護施設の特色を活かした質の高い治療・看護

が行われているほか、患者家族による実践も想

定した新しい看護手法である「療護看護プログ

ラム」（新看護プログラム）の導入や在宅での介

護を想定したリハビリ機器の導入など、入院中

から退院後までの充実した治療・看護を目指し

た積極的な取り組みが行われている。特に、脱却

者数が当初の目標の１２０％を上回る見込みで

あることは、非常に質の高い治療・看護が行われ

ている成果であると評価できる。 
新たな委託病床についても予定通り近畿地区

及び関東西部地区に設置されており、その後の

あり方等についても検討が進められている。 
これらの取り組みは中期計画における所期の

目標を上回る成果が得られていると認められる

ため、Ａ評価とした。  
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 療護施設の現状及び今後の課題について整理

した上で、今後のあり方について検討を進める

べき。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・Ａ評価とすることについて異議なし。 
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あり方について

は、地理的要因や

既存病床の利用

状況等を踏まえ

て、引き続き検討

する。 

法で、療護センタ

ーの場合には、長

期の入院期間中

に顕著な改善が

みられにくい入

院患者のかすか

な動きや表情変

化などを見落と

さないきめ細か

な観察を可能と

している。 
 
② 療護施設機

能一部委託病床

（以下「委託病

床」という。）にお

いても、他の療護

施設との連携を

図りつつ、質の高

い治療・看護を実

施します。 
 
③ 委託病床に

ついては、近畿地

区及び関東西部

地区に新たな委

託病床を設置し、

その後、地理的要

因や既存病床の

利用状況等を踏

まえて、立地等の

あり方について

引き続き検討し

ます。 
 
④ 療護施設（療

護センター及び

委託病床）におい

ては、上記①から

③までにより治

療効果を高め、中

修会、医療事故防止研修会

等を定期的に開催するな

ど、治療・看護技術の向上

に向け、様々な職場内研修

を実施。 
 
３）「遷延性意識障害度評

価表」（ナスバスコア）を用

いた治療改善度を毎年度

公表。その分析の結果、ナ

スバスコア平均値減少の

ほか、重症度別の分析のい

ずれも平均値が減少する

など治療改善効果を確認。 
 
４）入院から退院までのナ

スバスコア平均値の変化

と各種要因との関連にお

いて、「入院時のスコアが

高くても改善している患

者がいること」「事故後経

過期間が短いほど改善が

良いこと」「入院時の年齢

が若いほど改善が良好で

あること」等が示され、入

院患者の治療改善効果の

更なる向上のため、この結

果を過去の分析結果とと

もに、症例検討、カンファ

レンス等の際に活用。 
 
５）療護施設退院後に患者

家族等の介護者が安心・安

楽な在宅介護を実践でき

ること等を目的に７か所

の療護施設において療護

施設看護の一環として、療

護看護プログラム（新看護

プログラム）を順次実施し

たのみならず、日本ヒュー

マン・ナーシング研究学会

目標９５人以上の１２０％

（１１４人）を上回る見込み

である。 
 
 また、新たな委託病床の設

置については、近畿地区は平

成２５年から、関東西部地区

は平成２８年度から開設して

いる。 
 
 以上のとおり、平成２８年

度においても計画を着実に実

施する見込みであり、中期計

画を十分に達成しているほ

か、目標を上回る成果も見受

けられるものと判断しＡ評定

とするものである。  
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期目標期間の最

終年度までに遷

延性意識障害（脳

損傷により自力

移動・摂食が不可

能であるなどの

最重度の後遺障

害）からの脱却

（注６）者数を９

５人以上としま

す。 
 
（注６）「脱却」と

は、一定の意思疎

通・運動機能の改

善がなされた状

態をいう。 

及び日本脳神経看護研究

学会の「意識障害・寝たき

り（廃用症候群）患者の生

活行動回復看護（NICD）

研修」に、各療護施設から

派遣して、技術の向上を図

るとともに、一層の定着に

向け、療護看護プログラム

の教育用マニュアルを策

定。 
 
６）在宅介護への移行をス

ムーズに行うためには、よ

り効果的に機能回復を行

うためのリハビリが重要

であることから、在宅介護

に向けた効果的な訓練が

可能となる浴室セットや

歩行者訓練用階段等のリ

ハビリ機器を平成２８年

度に導入する予定。 
 
７）また、東北療護センタ

ーでは、患者家族の強い希

望により試験的にロボッ

トスーツ HAL を一台導入

し、リハビリで活用。 
 
療護施設機能一部委託病

床において、療護センター

長等会議、ＭＳＷ担当者連

絡会議、看護部長等連絡会

議、リハビリ担当者連絡会

議等に各病院長、担当者等

が毎年度出席し、運営方

針、治療技術等の各種情報

の共有により、他の療護施

設との密接な連携を図り

つつ、質の高い治療・看護

を実施した。 
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近畿地区については、平成

２４年度に泉大津市立病

院（大阪府泉大津市）に委

託先を決定し、平成２５年

１月から開設。また、関東

西部地区については、平成

２７年度に湘南東部総合

病院（神奈川県茅ヶ崎市）

に委託先を決定し、平成２

８年５月から事業開始し

た。 
 また、地理的要因や既存

病床の利用状況等を踏ま

えて、その後の委託病床の

立地等のあり方について

検討を進めている。 
 
各療護施設における充実

した治療・看護の取組によ

り、平成２７年度末時点で

９９人が脱却。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 療護施設の周知、知見・成果の普及促進 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 3 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

日本脳神経

学会等にお

ける研究発

表件数（計画

値） 

中期目標期

間の年度毎

に 31 件以上 

－ 31 件以上 31 件以上 31 件以上 31 件以上 31 件以上 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

日本脳神経

学会等にお

ける研究発

表件数（実績

値） 

－ 31 件 
 

36 件 33 件 35 件 31 件 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

2,898,443 3,230,776 3,228,460 3,283,560 － 

達成度 － － 116.1％ 
 

106.5％ 112.9％ 100.0％ － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

2,908,890 3,241,032 3,279,712 3,295,184 － 

短期入院協

力病院等の

スタッフへ

の研修実施

件数 

－ 14 病院 
19 人 

17 病院 
28 人 

21 病院 
2 施設 
32 人 

21 病院 
2 施設 
37 人 

24 病院 
5 施設 
50 人 

－ 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

289 4,013 4,232 4,232 － 

療護施設に

おけるＭＳ

Ｗによる相

談対応件数 

－ － 10,132 件 10,911 件 9,969 件 10,692 件 － 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

                
※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「療護業務」の実績額（療護業務全体の実績額） 
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を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から 

計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③ 病院等の関係

機関への積極的

な働きかけ等を

通じ、自動車事故

被害者及びその

家族等に対する

療護施設（療護セ

ンター及び委託

病床）の周知を徹

底する。 
 
④ 療護センター

で得られた知見・

成果について、研

究成果の公表、部

外の医師及び看

護師等に対する

研修の実施等を

通じて、他の医療

機関等への普及

促進を図るとと

もに、在宅介護者

等への支援を進

める。 

⑤ 病院等の関係

機関への積極的

な働きかけ等を

通じ、自動車事故

被害者及びその

家族等に対して

療護施設（療護セ

ンター及び委託

病床）の確実かつ

効果的な周知を

行います。 
 
⑥ 療護センター

で得られた知見・

成果を他の医療

機関等において

最大限活用する

観点から、日本脳

神経外科学会及

び日本意識障害

学会において研

究発表を年間３

１件以上行うほ

か、部外の看護師

等へ研修を行う

など、他の医療機

関等への治療・看

護技術の普及活

動を積極的に行

います。また、療

護施設における

＜主な定量的指標＞ 
日本脳神経学会等にお

ける研究発表件数 
 
＜その他の指標＞ 
・短期入院協力病院等

のスタッフへの研修実

施件数 
・療護施設におけるＭ

ＳＷによる相談対応件

数 
 
＜評価の視点＞ 
療護施設の周知や知

見・成果の活用、在宅介

護に向けた援助が効果

的になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 療護施設の確実かつ効

果的な周知のため、毎年

度、以下の取組を実施し

た。 
１）各療護施設の事務職員

及びＭＳＷが、病院等の関

係機関に対して、訪問又は

電話により療護施設の周

知を実施。 
２）特に、空床のある東北

療護センターでは、主管支

所・支所と連携して県内外

の救急救命センター、救急

科専門医指定病院、リハビ

リテーション病院等の主

な病院を訪問し、入院促進

のための積極的な広報活

動を実施。 
３）被害者家族団体の総会

及び学習会等に出席し、療

護施設の周知を実施。 
４）主管支所等では、救命

救急センター等の病院へ

の訪問並びに被害者家族

団体の総会及び学習会へ

の出席により、療護施設の

周知を行うとともに、損害

保険会社の支払い担当部

所に対し、被害者への周知

について協力依頼を実施。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 各療護施設の事務職員及び

MSW や各主管支所等によ

り、救命救急センター等の病

院、損保会社等へ周知徹底を

図っているほか、療護センタ

ーで得られた知見・成果につ

いて他の医療機関等への普及

促進を図るべく、年間３１件

以上の研究発表を行うととも

に、在宅介護者への新たな支

援として療護施設での看護方

法や患者家族が在宅介護を行

う際のケア方法等を紹介した

ＤＶＤを制作し広く普及を図

っているほか、在宅介護移行

への支援に係るリハビリ機器

の導入等の平成２８年度にお

ける取組も着実に実施する見

込みであることから、中期計

画を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするもので

ある。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
各療護施設や主管支所において、病院や損保

会社等への訪問や被害者家族団体の総会及び学

習会への出席等により周知を図るとともに、療

護センターで得られた知見・成果の普及として、

日本脳神経外科学会及び日本意識障害学会にお

ける年間３１件以上の研究発表のほか、短期入

院協力病院のスタッフへの実務研修を実施する

など、積極的な取り組みを進めている。また、療

護施設での看護方法や患者家族が在宅介護を行

う際のケア方法等を紹介したＤＶＤの製作・普

及や、在宅介護移行への支援に係るリハビリ機

器の導入などを進めており、在宅介護者への支

援の充実にも取り組んでいる。 
以上により、中期計画における所期の目標を

達成すると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 療護施設の効果的な周知を実施するほか、療

護施設での取り組み成果の情報提供、在宅介護

者への支援のさらなる充実が求められる。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・在宅介護の家族の負担を軽減するような取り

組みが重要。 
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メディカルソー

シャルワーカー

（注７）等による

退院に向けた援

助や、看護師のケ

ア知識やノウハ

ウ等の周知を積

極的に行うこと

により、在宅介護

者等への支援を

進めます。 
 
（注７）「メディ

カルソーシャル

ワーカー」とは、

入院患者や家族

の退院後の生活

再建をサポート

するため、社会福

祉の立場から患

者や家族の抱え

る心理的・社会的

な問題の解決・調

整を援助する専

門職。 

 
 療護センターで得られ

た知見・成果の普及と在宅

介護者等への支援として、

以下の取組を実施した。  
１）療護施設の知見・成果

の活用等 
・日本脳神経外科学会及び

日本意識障害学会におい

て、平成２７年度末までの

４ヶ年で１３５件と年間

３１件を上回る研究発表

を行った。 
・毎年度各療護センターに

おいて、療護センターの看

護ケアの実習、家族への対

応等を内容とする短期入

院協力病院のスタッフへ

の実務研修を実施した。 
・中部療護センターに開設

した「連携大学院」におい

て研究指導等を行うとと

もに、各年度日本意識障害

学会等の場において、研究

成果の発表を実施。 
２）在宅介護者等に対する

支援等 
・在宅介護への移行をスム

ーズに行うためには、より

効果的に機能回復を行う

ためのリハビリが重要で

あることから、在宅介護に

向けた効果的な訓練が可

能となる浴室セットや歩

行者訓練用階段等のリハ

ビリ機器を平成２８年度

に導入する予定。 
・在宅介護者等にする支援

を進めるため、療護施設に

おいて、ＭＳＷが患者家族

等の在宅看護に関する相
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談や問い合わせに常時対

応。 
・機関誌「ほほえみ」に在

宅看護等に関する情報を

適宜掲載したほか、療護施

設での看護方法や患者家

族が在宅介護を行う際の

ケア方法等を紹介した

DVD「療護施設での看護と

在宅介護に向けて」を作

成。機関誌「ほほえみ」の

H２６年夏号に同封し、介

護料受給者、被害者団体へ

送付したほかNASVAホー

ムページにおいても閲覧

可能とした。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 介護料の支給等 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 4 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 187、190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

介護料支給

実績（受給者

数、支給額） 

－ 4,758 人 
3,054 百万円 

4,796 人 
3,084 百万

円 

4,789 人 
3,076 百万

円 

4,784 人 
3,039 百

万円 

4,777 人 
3,041 百

万円 

－ 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

訪問支援実

施率（計画

値） 

中期目標期

間最終年

度：前年度

末介護料受

給資格者数

に対する割

合 60％以

上 

－ 
 

40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 60％以上 決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

訪問支援実

施率（実績

値） 

－ 40.6％ 
 

46.3％ 49.5％ 55.2％ 60.6％ － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

達成度 － － 115.8％ 110.0％ 110.4％ 110.2％ － 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

訪問支援実

施人数 
－ 1,866 人 2,139 人 2,296 人 2,577 人 2,781 人 － 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

短期入院・入

所費用助成

支給者数及

び支給額 

－ 756 人 
40 百万円 

972 人 
53 百万円 

1,043 人 
61 百万円 

1,091 人 
58 百万円 

1,182 人 
69 百万円 

 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

介護支援効

果に関する

評価度（計画

中期目標期

間の年度毎

に４．０以

－ 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上       
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値） 上 
 介護支援効

果に関する

評価度（実績

値） 

－ 4.23 4.33 4.39 4.40 4.45 －        

 達成度 － － 108.3％ 109.8％ 110.0％ 111.3％ －        
※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護料支給業務の 

ほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３４人から 

計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 重度後遺障

害者に対して、被

害等の状況に応

じて介護料を支

給するとともに、

介護家庭への個

別訪問を量的・質

的に充実させる

ことにより、重度

後遺障害者及び

その家族に対す

る支援を強化す

る。 
 なお、毎年度の

訪問支援実施割

合について、中期

目標期間の最終

年度までに、前年

度末介護料受給

資格者数に対す

る割合を６０％

以上とする。 

① 重度後遺障

害者に対して被

害等の状況に応

じた介護料の支

給を実施するこ

とにより、効果的

な被害者救済を

図ります。また、

介護料受給者や

その家族を精神

的な面で支援す

るため、全介護料

受給資格者に対

して訪問支援を

毎年実施するこ

とを視野に入れ、

重度後遺障害者

宅への訪問支援

を充実・強化しま

す。 
 なお、毎年度の

訪問支援実施割

＜主な定量的指標＞ 
・訪問支援実施率 
・介護支援効果に関す

る評価度 
 
＜その他の指標＞ 
・訪問支援実施人数 
・介護料支給実績 
・短期入院・入所費用助

成支給実績 
 
＜評価の視点＞ 
重度後遺障害者及びそ

の家族等のニーズを踏

まえた支援を実施して

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 
 重度後遺障害者への介

護料支給、訪問支援の充実

強化等、効果的な被害者救

済に向け、以下の取組を実

施した。 
 
１）介護料の支給等 
・障害の程度、介護の状況

等に応じ、毎年度約４，８

００人の重度後遺障害者

に対し介護料を支給した。 
・また、受給者等のニーズ

を踏まえ、介護料支給対象

品目等の拡大を図るなど

の措置を実施した。 
 
２）訪問支援の充実・強化 
・平成２６年１０月より、

毎週木曜日を「被害者援護

促進の日」と定め、全支所

における被害者援護業務

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
  毎年度、介護料の適切な

支給を行うとともに、介護料

支給対象品目の拡大を図ると

いった受給者等のニーズを踏

まえた対応を実施した。 
 また、訪問支援の充実強化

に向け、「被害者援護促進の

日」（毎週木曜日）の開始の

ほか、各主管支所等の全ての

所属職員を被害者援護業務担

当に指定、本部被害者援護部

への企画調整グループの新

設、被害者援護業務の牽引と

なるコーディネーターの養

成・適正配置といった体制整

備を図ったほか、情報端末の

活用や訪問支援結果の情報共

有等、訪問支援の一層の質の

向上も図り、すでに平成２７

年度において訪問支援実施割

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
毎週木曜日を「被害者援護促進の日」と定めて

被害者援護業務を集中的に実施するほか、各主

管支所等の全ての所属職員を被害者援護業務担

当に指定するなどにより、訪問支援の充実を図

り、平成２７年度において中期計画における目

標値である６０％以上の訪問率を達成してい

る。その中で、介護料受給者等のニーズを把握し

て支給対象品目の拡大を図ると共に、訪問支援

結果の全国共有や情報端末の活用等により質の

向上にも取り組んでいる。 
また、短期入院協力病院等については、意見交

換会の開催や協力病院等への訪問等を通じた受

給者等と協力病院等をつなぐ取り組みにより、

利用促進を図っている。 
 その他、被害者援護業務の牽引役たるコーデ

ィネーターの養成及び体制強化や、日本損害保

険協会等を通じた周知活動など、介護料の支給

を含めた被害者援護業務全体としての充実・強

化に取り組んでおり、このような積極的な取り

組みは評価できる。 
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② 国と連携し

つつ、在宅介護を

受けている重度

後遺障害者が、メ

ディカルチェッ

クを受けるため、

また、その家族の

負担を軽減する

ため、安心して短

期的に病院や福

祉施設を利用す

るための支援措

置を検討し、実施

する。 
 
③ 重度後遺障

害者及びその家

族等を支援し、そ

のニーズを把握

する観点から、相

互に情報交換や

交流できる場を

設ける。また、機

構は把握したニ

ーズに即した支

援の充実を図る。 

合について、中期

目標期間の最終

年度までに、前年

度末介護料受給

資格者数に対す

る割合を６０％

以上とします。こ

のため、コーディ

ネーター（被害者

支援専門員）の養

成を含め、質の向

上を図るために

担当職員の研修

を実施します。 
 
② 国と連携し

つつ、重度後遺障

害者及びその家

族が安心して短

期入院協力病院

（以下「協力病

院」という。）等へ

短期入院するこ

とや福祉施設等

へ入所すること

が可能となる支

援措置を検討し、

必要な措置を実

施します。特に協

力病院への短期

入院の利用促進

を図るためには、

協力病院が利用

者の要望を把握

し、また、利用者

も各協力病院の

詳細な情報を把

握することが重

要であることか

ら、協力病院スタ

ッフとの意見交

の実施体制を強化した。 
・同時に組織規程等を改正

し、各主管支所等の全ての

所属職員を被害者援護業

務の担当に指定すること

としたほか、本部被害者援

護部に企画調整グループ

を新設した。 
・こうした体制強化によ

り、前中期目標期間の最終

年度では４０．６％であっ

た訪問支援の実施割合が

大きく向上し、すでに平成

２７年度において６０．

６％を達成した。 
・さらに、訪問支援の際に

必要な情報を効率的に提

供するための情報端末の

活用や訪問支援の結果を

本部、主管支所及び支所で

共有することにより、訪問

支援の一層の質の向上を

図った。 
 
３）コーディネーター（被

害者支援専門員）の養成、

被害者援護担当職員の資

質向上のための研修 
・被害者援護担当職員の資

質向上のため、脳損傷・脊

髄損傷の症状や他法令に

基づく保険制度等に関す

る有識者の講義等を各年

度実施した。 
・コーディネーター候補者

に対しては、在宅介護をよ

り深く理解した上での訪

問支援を実施するため、療

護センターにおいて数週

間の長期間実技研修を実

施した。 

合６０％以上を達成したほ

か、悩みの解消や相互の情報

交換の場として、毎年度、各

支所単位で受給者等の交流会

を開催している。 
 また、短期入院協力病院等

の利用促進に向け費用の助成

を行うとともに、協力病院等

への訪問や交流により、受入

条件や環境を把握し、これら

情報を受給者等へ提供する

等、受給者等と協力病院等を

つなぐ役割を果たしている。 
 
 さらに、ナスバの被害者援

護業務の一層の周知に向け、

日本損害保険協会、日本福祉

用具供給協会のほか、警察庁

に対しても介護料制度を中心

としたナスバの被害者援護業

務についての周知・広報依頼

を行い、重度後遺障害者とな

った被害者に対し介護料を始

めとする被害者援護制度の情

報を早々に伝えられることが

期待される等、早期の被害者

救済促進の仕組みを構築し

た。 
 
 平成 28 年度においても計

画を着実に実施する見込みで

あり、中期計画を十分に達成

しているほか、目標を上回る

取組も見受けられるものと判

断しＡ評価とするものであ

る。 

 しかし、定量的指標である訪問支援実施率に

ついて、平成２８年度に目標の１２０％を達成

する見込みとまではいかず、「所期の目標を上回

る」とまでは評価できない。 
以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を達成する見込みとして、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 訪問支援の質的・量的な充実を図る必要があ

る。また、短期入院・入所の促進については、利

用希望者と協力病院・施設をつなぐ（コーディネ

ート）活動を推進するとともに、協力病院・施設

及び介護料受給者・介護者へのフォローアップ

を実施する必要がある。さらに、療護センターで

の短期入院の受入拡大についても検討する必要

がある。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・交流会の内容の充実と、交流会参加の際の短

期入院・入所の利用の推進を図るべき。 
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換会を実施する

ほか、協力病院が

提供するサービ

スの内容を調査

し、利用者へ的確

に情報提供しま

す。 
 
③ 重度後遺障

害者及びその家

族等の交流会の

開催等により、相

互の情報交換や

交流を通じた支

援を実施します。

また、交流会等に

より得られた重

度後遺障害者及

びその家族等の

在宅介護に関す

る知識・技術等の

ニーズに即した

支援を検討し実

施します。 
 
④ 以上の施策

を実施すること

により、重度後遺

障害者の家族に

対する５段階評

価の調査におけ

る介護支援効果

に関する評価度

について、中期目

標期間の年度毎

に４．０以上とし

ます。 

・コーディネーターの配置

については、平成２４年度

までに全９主管支所に配

置したほか、東京、名古屋、

大阪の各主管支所には、平

成２５年度から平成２６

年度にかけて、更に１名ず

つを配置し体制の強化を

図った。 
（コーディネーターは、研

修で培った専門的な知見

を発揮することで、受給者

に適したアドバイスや問

い合わせへの対応ができ、

また、在宅介護の精神的・

肉体的負担をより理解で

きる相談相手となって介

護者の話に対応できるな

ど、被害者援護業務の牽引

役として、訪問支援率及び

訪問支援への満足度の向

上にも貢献している。） 
 
４）早期の被害者救済促進

に向けた新たな被害者援

護業務の周知活動 
①日本損害保険協会を通

じた周知活動 
・日本損害保険協会に対

し、介護料制度を中心とし

たNASVAの被害者援護業

務の周知依頼をトップセ

ールスにより実施した。 
・その結果、同協会が実施

する医療研修「重度後遺障

害専門医療コース」の講義

の中で、介護料制度を中心

とした被害者援護業務に

ついて取り上げられ、今後

も継続的に実施すること

としている。 
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②日本福祉用具供給協会

を通じた周知活動 
・介護ベッドや介護用イス

等福祉用具の販売、レンタ

ルを行う事業者の唯一の

全国団体である一般社団

法人日本福祉用具供給協

会の協力により、２７年１

０月７日から９日の間に

東京で開催された国際福

祉機器展における同協会

のブース内に、介護料制度

を中心としたNASVAの被

害者援護業務のパンフレ

ットを設置した。 
③警察庁を通じた広報・協

力依頼 
・交通事故の被害者と最初

に接する機会が多い警察

官に対して、NASVA の被

害者援護業務について理

解と協力を求めることが

効果的な制度の周知・広報

につながることから、警察

庁を通じて各都道府県警

察に対して、NASVA の被

害者援護業務についての

周知・広報についての協力

依頼を実施した。 
 
５）重度後遺障害者の置か

れた実態を伝える講義等

の実施 
 自動車事故被害者にお

ける後遺障害の実態や事

故撲滅への願いを広く伝

えることにより事故の撲

滅を目指す新たな取組を

実施した。 
①市原刑務所において、被

害者が重度後遺障害を負
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った事犯の受刑者に対し、

被害者やその家族の実情

について講義。 
②警察庁等主催「全国犯罪

被害者支援フォーラム

2015」において、パネリス

トとして参加し、ナスバの

被害者支援の取組状況に

ついて説明。 
③大手運送会社の管理者

研修において、自動車事故

被害者の実情について講

義。 
 また、これらの取組結果

を訪問支援の際や「ほほえ

み」への掲載により被害者

の方々へフィードバック

し好評を得ている。 
 
短期入院協力病院の一層

の利用促進に向け、以下の

取組を実施した。 
 
①短期入院・入所費用に係

る助成 
・受給者及び介護者のニー

ズの高い短期入院・入所を

促進するため、患者移送

費、ヘルパー等費用、室料

差額及び食事負担額に係

る費用を助成した。 
②意見交換会の開催等に

よる協力病院等の利用促

進 
・短期入院・入所の利用促

進を図るため、国土交通

省、協力病院等、NASVA 本

部・支所及び被害者団体代

表者が参加する意見交換

会を各主管支所で開催。情

報共有と事例検討による
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利用促進に向けた協議を

実施した。 
・さらに、協力病院等への

訪問や交流会を通じて、患

者等の受入条件・環境（個

室の有無、看護体制等）等

を把握し、訪問支援、交流

会、意見交換会等の際に受

給者等に案内するととも

に、受給者等の要望を協力

病院等へ情報提供し、受給

者等と協力病院等との間

をつなぐことで協力病院

等の利用を促進した。 
・また、有識者、被害者団

体 、 国 土 交 通 省 及 び

NASVA で構成する被害者

救済対策に係る意見交換

会により、協力病院等の利

用促進や被害者等ニーズ

にあった被害者救済対策

を継続的に検討した。 
 
重度後遺障害者及びその

家族等における相互の情

報交換や交流を通じた支

援のため、以下の取組を実

施した。 
１）同じ境遇にある各家庭

の受給者等の交流の場を

設けて、悩みの解消、孤独

感の軽減、相互の情報交換

等を行う交流会を各支所

単位で毎年度開催した。 
２）また、療護施設、協力

病院等、行政等関係機関の

協力を得て、講習会・勉強

会等を交流会と同時に開

催したり、機関誌「ほほえ

み」の活用等により、協力

病院等の施設情報や防災
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情報等に関する情報提供

を行うとともに、訪問支援

を通じて受給者等の災害

時の安否確認のために、緊

急連絡先の把握を行うな

ど、ニーズに即した支援の

充実を図った。 
３）さらに、被害者側のニ

ーズを的確に把握するた

め、平成２６年６月から９

月にかけて、全国を８ブロ

ックに分け、関係被害者団

体との意見交換会を実施

した。 
 
 
以下のとおり、毎年度４．

０以上の評価を得ている。 
【各年度評価度】 
平成２４年度 ４．３３ 
平成２５年度 ４．３９ 
平成２６年度 ４．４０ 
平成２７年度 ４．４５ 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 交通遺児等への生活資金の貸付 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 5 号及び第 6 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交通遺児等

貸付実績 
（貸付人数

及び貸付額） 

－ 426 人 
103 百万円 

366 人 
89 百万円 

301 人 
73 百万円 

253 人 
62 百万円 

212 人 
48 百万円 

－ 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

新規貸付人

数（上記内

数） 

－ 39 人 
 

46 人 32 人 41 人 23 人 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

414,161 434,010 437,159 415,708 － 

「友の会の

集い」参加人

数 

－ 615 人 907 人 794 人 757 人 722 人 － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

450,775 469,912 473,534 453,461 － 

交通遺児へ

の精神的支

援に関する

評価度（計画

値） 

中期目標期

間の年度毎

に４．０以

上 

－ 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

41,705 △5,452 △26,183 △25,704 － 

交通遺児へ

の精神的支

援に関する

評価度（実績

値） 

－ 4.51 4.57 4.58 4.63 4.66 － 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

達成度 － － 114.3％ 114.5％ 115.8％ 116.5％ － 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「貸付業務」の実績額（貸付業務全体 

の実績額）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 
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※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数３３ 

４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 交通遺児等に

対して必要な生

活資金の貸付を

行うとともに、精

神的支援を効果

的に実施する。 

① 交通遺児等

に対して生活資

金の貸付を行う

ことにより、被害

者救済を図りま

す。 
 また、交通遺児

家族等同士の交

流を促進するな

どにより、精神的

支援を効果的に

実施します。 
 
② ①の施策を

実施することに

より、被害者に対

する５段階評価

の調査における

精神的支援に関

する評価度につ

いて、中期目標期

間の年度毎に４．

０以上とします。 

＜主な定量的指標＞ 
交通遺児への精神的

支援に関する評価度 
 
＜その他の指標＞ 
・交通遺児等貸付実

績 
・新規貸付人数 
・「友の会の集い」参

加人数 
 
＜評価の視点＞ 
精神的支援が効果的に

実施されているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 交通遺児等への生活資

金の貸付のほか、効果的な

精神支援のため、以下の取

組を実施した。 
１）交通遺児等に対し、経

済的支援を目的とした無

利子貸付を毎年度行った。 
２）交通遺児及びその保護

者等を対象とした「友の

会」を運営し、次のとおり

精神的支援を実施した。 
・被害者家族同士の交流の

場として「友の会の集い」

「保護者交流会」を毎年全

支所において実施。また、

多くの支所では被害者家

族の一層のコミュニケー

ションを図ることを目的

に１泊２日の行程で実施。 
・交通遺児等の創作活動を

通じた健全育成を目的と

した「友の会コンテスト」

（年度毎に絵画、書道、写

真により実施）を実施。毎

年度、本部及び各主管支所

等において表彰式を開催。 
・企業・団体に対し支援を

要請し、毎年度多くの友の

会会員が企業等主催のイ

ベント等（自然教室、サッ

カー観戦、野球観戦等）に

招待された。 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 交通遺児家族等の交流促進

による健全育成に向けた取組

みを的確に実施し、中期計画

を十分に達成しているものと

判断しＢ評定とするものであ

る。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
交通遺児家族等に対する生活資金の貸付を着

実に実施しているほか、交通遺児及びその保護

者等を対象とした精神的支援である「友の会」の

活動として、「友の会の集い」「保護者交流会」を

毎年開催するなど、積極的な精神的支援を進め

ており、中期計画における所期の目標を達成す

ると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
交通遺児等のニーズについて、実態を把握す

る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・新規貸付利用者の減少について、その要因と

交通遺児の方が何を望んでいるのかを把握する

必要がある。 
・交通遺児等のニーズを踏まえた制度のあり方

について検討すべきではないか。 
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 以下のとおり、毎年度

４．０以上の評価を得てい

る。 
【各年度評価度】 
平成２４年度 ４．５７ 
平成２５年度 ４．５８ 
平成２６年度 ４．６３ 
平成２７年度 ４．６６ 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ 自動車事故被害者等への情報提供・相談対応 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 9 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

交通事故被

害者ホット

ライン受付

件数 

－ 2,745 件 3,081 件 3,157 件 3,234 件 2,997 件 － 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

在宅介護相

談窓口相談

件数 

－ － 2,378 件 2,126 件 1,623 件 1,714 件 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

        経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（介護料 

支給業務のほか自動車アセスメント業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数 

３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動車事故被

害者等への情報

提供や相談対応

を的確に実施す

る。 

自動車事故の

被害者等からの

問い合わせに対

し、機構の各種援

護制度や他機関

の援護制度・事故

相談・訴訟・病院

等に関する総合

的な情報提供や

相談対応を関係

機関と連携して

的確に行います。 
 さらに、機関誌

やホームページ

の活用により各

種情報を発信し

ます。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
・交通事故被害者ホッ

トライン受付件数 
・在宅介護相談窓口相

談件数 
 
＜評価の視点＞ 
被害者等のニーズに応

じた相談対応がなされ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 自動車事故被害者等へ

の的確な情報提供のため、

毎年度、以下の取組を実施

した。 
 
１）「ＮＡＳＶＡ交通事故

被害者ホットライン」利用

向上のための取組み 
・ホットラインのロゴをあ

しらったチラシとマグネ

ットシールを作成し、「ナ

スバギャラリーＩＮ東

京」、「交通安全。アクショ

ン２０１５」ほか政府主催

のシンポジウム等の集客

イベントの場で配布した。 
・ホットラインのアウトバ

ウンド業務により、救命救

急病院、回復期リハビリ病

院に対し周知した。 
・「被害者援護制度紹介リ

ーフレット」にホットライ

ンのページについて利用

例を掲載し、各主管支所等

から各関係機関へ周知し

た。 
 
２）情報案内サービスに従

事する者（オペレーター）

が的確に情報提供ができ

るよう、以下の取組みを実

施した。 
・脳外傷被害者団体等から

講師を招き、家族の心理、

カウンセリングの重要性

などの講義を実施した。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 交通事故被害者ホットライ

ンによる情報案内サービス、

在宅介護相談窓口における相

談支援を実施するとともに、

相談対応等の一層の資質向上

を図るため、家庭相談員を訪

問支援業務等被害者援護業務

全般に関わる被害者援護員へ

シフトさせたほか、国交省と

連携した介護者なき後問題に

関する情報提供やといった新

たな取組も開始している。 
 さらに、市原刑務所の受刑

者に対する重度後遺障害者の

置かれた実態に関する講義の

実施等、事故の撲滅を目指す

とともに、被害者の思いを代

弁するナスバならではの新た

な被害者支援策を確立させて

いるほか、平成２８年度にお

いても計画を着実に実施する

見込みであることから、 
中期計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とする

ものである。 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
交通事故被害者ホットラインによる情報案内

サービス、在宅介護相談窓口における相談支援

の実施といった取組みに加え、国と連携した親

なき後問題に関する情報提供、東日本大震災を

教訓とした今後の備えとしての「避難行動要支

援者支援制度」の紹介、自然災害等に備える防災

情報の紹介等、自動車事故被害者等のニーズに

沿った情報提供の取り組みが進められている。 
家庭相談員から訪問支援業務等被害者援護業

務全般に関わる被害者援護員へのシフトといっ

た体制強化を図るとともに、市原刑務所の受刑

者に対する重度後遺障害者の置かれた実態に関

する講義の実施といった積極的な取り組みも進

めており、中期計画における所期の目標を達成

すると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 自動車事故の被害者等に対する機構の各種援

護制度や他機関の援護制度等に関する総合的な

情報提供を引き続き実施するとともに、情報提

供内容の更なる充実が求められる。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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・交通事故相談室、ＡＤＲ

センター、療護センターな

どを訪問させ、相談業務担

当者と意見交換を行い、他

の相談機関の対処方法な

どを習得させた。 
 
３）家庭相談員制度の改正 
・交通遺児等育成支援事業

の実施担当者として各支

所に置かれていた家庭相

談員について、相談対応等

の一層の資質向上を図る

ため、訪問支援業務等被害

者援護業務全般に関わる

被害者援護員へシフトさ

せた。 
・各主管支所において、被

害者援護員に相談業務に

必要な知識付与、各自の相

談業務の実体談の共有や

他機関の各種救済制度の

情報交換を行うとともに、

ナスバ被害者支援制度の

周知策等について討議を

実施した。 
 
４）介護に関する相談窓口

における相談支援の実施 
・各主管支所の介護福祉士

等の資格を持つ在宅介護

相談員が、療護施設と連携

して毎年度約２千件の相

談に対応し、介護に関する

知識・技術の情報を提供し

た。 
・主な相談内容は「介護料

制度や介護用品に関する

問い合わせ」、「協力病院や

他の受給者が利用してい

る病院、近くの病院の情
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報」、「在宅介護サービス」

等。 
 
５）被害者援護に係る各種

情報発信 
・機関誌「ほほえみ」を年

4 回発行し介護料受給者を

対象に配布。特集記事とし

てナスバ被害者援護業務

の取組のほか、東日本大震

災を教訓とした今後の備

えとして「避難行動要支援

者支援制度」の紹介、自然

災害等に備える防災情報

の紹介等、受給者から要望

のあった有益な記事を掲

載した。 
・国土交通省と連携し、

NASVA ホームページ内に

親なき後問題に関する情

報を新たに掲載した。 
 
６）重度後遺障害者の置か

れた実態を伝える講義等

の実施 
 自動車事故被害者にお

ける後遺障害の実態や事

故撲滅への願いを広く伝

えることにより事故の撲

滅を目指す新たな取組を

実施した。 
①市原刑務所において、被

害者が重度後遺障害を負

った事犯の受刑者に対し、

被害者やその家族の実情

について講義。 
②警察庁等主催「全国犯罪

被害者支援フォーラム

2015」において、パネリス

トとして参加し、ナスバの

被害者支援の取組状況に
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ついて説明。 
③大手運送会社の管理者

研修において、自動車事故

被害者の実情について講

義。 
 また、これらの取組結果

を訪問支援の際や「ほほえ

み」への掲載により被害者

の方々へフィードバック

し好評を得ている。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―１ 自動車アセスメント情報提供業務 衝突安全性能評価 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

旧車種の評

価指標平均

値（乗員保護

性能 運転

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.78 5.56 33.49 旧：116.9 
後継：119.4 
 
 

－ 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

後継車種の

評価指標平

均値（乗員保

護性能 運

転席） 

5.67 5.67 5.89 33.82 － 決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

達成度 － － 98.1％ 105.9％ 101.0％ － 経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

旧車種の評

価指標平均

値（乗員保護

性能 助手

席） 

中期目標期

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標平均値

が、旧車種

の評価指標

平均値以

上。 

5.67 5.67 5.43 22.13 － 経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

後継車種の

評価指標平

均値（乗員保

護性能 助

手席） 

5.33 5.89 5.86 22.76 － 行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

達成度 － － 103.9％ 107.9％ 102.8％ － 従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

 旧車種の評 中期目標期 3.67 3.56 3.00 2.95 －        
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価指標平均

値（歩行者頭

部保護性能） 

間の年度毎

に、後継車

種の評価指

標 平 均 値

が、旧車種

の評価指標

平 均 値 以

上。 

 後継車種の

評価指標平

均値（歩行者

頭部保護性

能） 

4.00 4.33 4.44 3.42 －        

 達成度 － － 121.6％ 148.0％ 115.9％ 102.1％ －        
 ファイブス

ター獲得車

種数 

－ 3 車種 6 車種 7 車種 10 車種 5 車種 －        

 平均評価得

点数 
－ 162.6 174.2 176.4 182.5 180.9 －        

 最高評価得

点数 
－ 179.6 184.8 189.7 188.8 188.2 －        

 満足度評価

（計画値） 
中期目標期

間の年度毎

に 4.0 以上 

－ 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上 4.0 以上        

 満足度評価

（実績値） 
－ 4.16 4.00 4.02 4.10 4.46 －        

 達成度 － － 100.0％ 100.5％ 102.5％ 111.5％ －        
※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（自動車 

アセスメント業務のほか、介護料支給業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数 

３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 国及び関係

機関と連携しつ

つ、閣議決定を踏

まえ引き続き機

構で実施すると

ともに、内容の一

層の充実を図る。 
 
② 車両の安

全性能に関する

公正でわかりや

すい情報提供を

進めることによ

り自動車メーカ

ーの安全な車の

開発意識を高め

るとともに、アセ

スメント試験の

質の向上のため、

事故との相関分

析、車両の安全性

能に関する試験

内容や評価方法

の改善を図る。ま

た、海外機関との

情報交換等によ

り試験開発能力

の向上を図ると

ともに、外部評価

を行い、その内容

を国民にわかり

やすい形で情報

提供する。 

① 「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方針」

（平成２５年１

２月２４日閣議

決定）を踏まえ、

引き続き機構で

実施するととも

に、内容の一層の

充実を図ります。 
 
② 効率的かつ

公正な自動車ア

セスメントを実

施することによ

り、自動車メーカ

ーの安全な車の

開発意識を高め

るとともに、ユー

ザーが安全な車

を選択しやすい

情報を提供しま

す。 
 これにより安

全性能に係る指

標について、中期

目標期間の年度

毎に、過去に自動

車アセスメント

を実施した車種

の後継車種の評

価指標の平均値

が、旧車種の評価

指標の平均値以

上となるように

します。 
 

＜主な定量的指標＞ 
・後継車種の評価指標

平均値が旧車種の評価

指標平均値以上 
・満足度評価 
 
＜その他の指標＞ 
・ファイブスター獲得

車種数 
・平均評価得点数 
・最高評価得点数 
 
＜評価の視点＞ 
自動車メーカーによる

安全な車両の開発意識

の向上と、ユーザーの

安全な車の選択に繋が

る取組がなされている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
 自動車アセスメント事

業の更なる充実を図るた

め、本部に自動車アセスメ

ント部を設置するととも

に、各主管支所等の事務に

「自動車アセスメントの

周知宣伝に関すること」を

明文化し自動車アセスメ

ント広報業務を追加し、自

動車アセスメント事業を

効率的に実施する体制を

構築した。  
 
 効率的かつ公正な自動

車アセスメントの実施に

より、衝突安全性能評価に

おいては、最高得点が１８

０点台を大きく超えて推

移しており、また、平成２

６年度から新たに開始し

た予防安全性能評価にお

いては、２７年度末時点で

延べ８０車種の試験を実

施し、試験導入２年目にお

いて満点を獲得した車種

の割合が２６年度の１６．

２％から２７年度には３

４．９％と２倍を超えてい

る。 
 さらに、衝突安全性能に

ついて、後継車種の評価指

標の平均値が旧車種の評

価指標の平均値を上回っ

ているほか、これまでの評

価において、側面衝突時に

運転席の頭部保護効果が

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 閣議決定の趣旨を踏まえ、

業務の充実強化に向け、本部

及び各主管支所等の体制強化

を図った。 
 また、後継車種の評価指標

が旧車種の平均値を上回り、

軽自動車及び外国産車で初め

てのファイブスターを獲得、

衝突安全性能評価試験の平均

得点が高い水準で推移してい

る等、効率的かつ公正な自動

車アセスメントの実施によ

り、各自動車メーカーの安全

な車の開発意識の向上が数値

的に反映されており、平成２

８年度においても計画を着実

に実施する見込みであること

から、中期計画を十分に達成

しているものと判断しＢ評価

とするものである。 

評定 B 評定  
＜評定に至った理由＞ 
閣議決定等を踏まえた自動車アセスメントの

充実を図り、衝突安全性能評価における最高得

点が高水準で推移するとともに、後継車種の評

価指標が旧車種の平均値を上回り、軽自動車及

び外国産車で初めてのファイブスターを獲得す

るなど、自動車メーカーによる安全な車両の開

発意識の向上が数値的に表れている。 
ユーザーによる利用度・満足度についても高

い評価を得ており、中期計画における所期の目

標を達成すると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 これまでの衝突試験の実施結果やメーカーの

取り組み、自動車社会の実情を踏まえ、今後の試

験及び評価の実施方法について検討を進める必

要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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④ ②及び③の

施策を実施する

ことにより、ユー

ザーに対する５

段階評価の調査

における利用度・

満足度について

の評価度につい

て、中期目標期間

の年度毎に４．０

以上とします。 

高いサイドカーテンエア

バッグの装備が新たに後

継車種で装備されるよう

になったこと、評価が低か

った車種がその後の設計

変更により高い評価を得

たこと、軽自動車及び外国

産車で初めてファイブス

ターを獲得といった結果

が見受けられ、各自動車メ

ーカーの安全な車の開発

意識が確実に高まってい

る状況に至った。 
 
 ４．０以上の評価を毎年

度得た。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―２ 自動車アセスメント情報提供業務 予防安全技術試験等 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

        予算額（千円） － 
 

－ － － － 

       決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

        経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

       行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（自動車 

アセスメント業務のほか、介護料支給業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数 

３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 車両の安全

性能に関する公

正でわかりやす

い情報提供を進

めることにより

自動車メーカー

の安全な車の開

発意識を高める

とともに、アセス

メント試験の質

の向上のため、事

故との相関分析、

車両の安全性能

に関する試験内

容や評価方法の

改善を図る。ま

た、海外機関との

情報交換等によ

り試験開発能力

の向上を図ると

ともに、外部評価

を行い、その内容

を国民にわかり

やすい形で情報

提供する。 
 
③ 車両の安

全性能に関する

公正でわかりや

すい情報提供を

進めることによ

り自動車メーカ

ーの安全な車の

開発意識を高め

るとともに、アセ

スメント試験の

質の向上のため、

⑤ 衝突時の乗

員対策及び後遺

障害対策並びに

歩行者の保護性

能を改善するた

め、事故実態を踏

まえ、試験方法、

評価方法の策定

や見直しを行い

ます。 
 また、自動車事

故を未然に防止

する予防安全技

術については、試

験方法及び評価

方法を導入しま

す。 
 
⑥ 専門家との

討論及び情報交

換を実施するな

ど、各国のアセス

メント機関、専門

家等との情報交

換を継続的に実

施することによ

り、試験方法の見

直し、情報提供方

法の改善等に役

立てます。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
予防安全技術の試験方

法、評価方法の導入が

なされているか。海外

のアセスメント機関か

ら得た情報を試験方法

の改善等に繋げている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
○事故実態を踏まえた衝

突安全性能試験・評価方法

の見直し等 
・事故実態を反映した適切

な評価を行うため、衝突時

の歩行者保護性能試験に

ついて、試験速度及び評価

基準見直しに向けた調査

研究を行い、変更を行った

ほか、衝突時の乗員保護性

能評価についても、高齢者

を考慮した評価方法とす

るための調査研究を行い、

変更を行うなど、事故実態

を踏まえた事故防止効果

の改善のための取組を行

った。 
 
○予防安全性能評価の実

施・拡充 
・予防安全性能評価の開始

に向けた調査研究を実施

することにより、平成２６

年度から衝突被害軽減ブ

レーキ試験（AEBS）[対車

両]及び車線逸脱警報装置

（LDWS）による予防安全

性能評価試験を開始した。 
・平成２６年度には後方視

界情報提供装置の試験導

入に向けた調査研究を実

施し、平成２７年度から評

価試験を開始した。 
・衝突被害軽減ブレーキ試

験[対歩行者]を導入するた

めの基礎調査を平成２６

＜自己評価＞ 
評定：B 
 交通事故被害の軽減の観点

から実施している衝突安全性

能評価について、交通事故実

態を踏まえた試験方法等の検

討・見直しを実施した。 
 また、より安全性能の高い

予防安全技術の普及を図るた

め、調査研究により評価方法

を策定し、評価を開始した。 
 さらに、後方視界情報提供

装置、歩行者に対する衝突被

害軽減ブレーキに対する評価

を導入するための調査研究を

実施し、評価を開始するなど、

事故実態と安全技術の進展を

踏まえつつ着実に効果のある

安全装置に対する評価項目の

導入を行った。 
 なお、後方視界情報提供装

置の評価については、年度計

画で定めた調査研究にととま

らず、試験方法及び評価方法

までを前倒しで確立し、評価

を開始した。 
 一方、海外の自動車アセス

メント関係機関との積極的・

円滑な情報交換に努め、良好

な関係を築いており、その結

果が予防安全性能評価の円滑

な開始に結びついている。 
 
以上のとおり、平成２８年度

においても計画を着実に実施

する見込みであることから、

中期計画を十分に達成してい

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 交通事故実態を踏まえた衝突安全性能試験・

評価方法の検討・見直しを実施するとともに、平

成２６年度からの衝突被害軽減ブレーキ試験

（AEBS） [対車両 ]及び車線逸脱警報装置

（LDWS）の試験・評価を皮切りに予防安全性

能評価の実施・拡充を図っており、今後も新たな

評価項目の追加が予定されるなど、近年の加速

度的な自動車技術の向上に応じたアセスメント

の充実に取り組んでいる。 
また、海外の自動車アセスメント関係機関と

の積極的な情報交換等により、その知見を活用

して試験・評価方法の前倒しに繋げている。 
これらの取り組みは中期計画における所期の

目標を達成すると認められるため、Ｂ評価とし

た。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 自動車技術の加速度的な向上を踏まえ、予防

安全技術等の試験・評価内容について常に見直

していく必要がある。また、高齢化社会の進展を

踏まえ、今後の試験及び評価の実施方法につい

て更なる検討を進める必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・予防安全技術や自動運転技術といった新たな

技術が普及していく中で、自動車アセスメント

に対する社会的な要請は大きい。 
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事故との相関分

析、車両の安全性

能に関する試験

内容や評価方法

の改善を図る。ま

た、海外機関との

情報交換等によ

り試験開発能力

の向上を図ると

ともに、外部評価

を行い、その内容

を国民にわかり

やすい形で情報

提供する。 

年度から実施し、平成２８

年度から評価試験を開始

した。 
・また、平成２８年度には、

平成２９年度からの車線

逸脱防止装置の評価導入

に向けた調査研究を実施

し、さらに、夜間における

歩行者に対する衝突被害

軽減ブレーキについて、平

成３０年からの評価開始

に向けた調査研究を実施

する。 
 
 毎年の国際会議等の場

において、海外の自動車ア

セスメント関係機関との

積極的な情報交換を実施

した。 
 こうした結果、特に衝突

被害軽減ブレーキ試験

（AEBS）[対車両]及び車

線逸脱警報装置（LDWS）
の評価試験について、試験

方法の作成の検討におい

て、既に評価が開始されて

いた欧米の知見を活用す

ることができたほか、後方

視界情報提供装置につい

て、試験方法及び評価方法

を作成する際に米豪の取

組を参考としたことによ

り、我が国における同試験

方法及び評価方法の前倒

しでの確立に繋がった。 

るものと判断しＢ評定とする

ものである。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６―３ 自動車アセスメント情報提供業務 わかりやすい情報提供 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

自動車アセ

スメントＨ

Ｐアクセス

件数 

－ － － 352,711 件 452,173
件 

443,862
件 － 

予算額（千円） － 
 

－ － － － 

自動車アセ

スメント 
パンフレッ

ト配布数 

－ － 約 69 万部 約 62 万部 約 75 万

部 
約 190 万

部 － 

決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

広報活動実

施回数 － － ２回 ２回 １１回 ３１回 － 
経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（自動車 

アセスメント業務のほか、介護料支給業務、事故対策周知業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数 

３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 車両の安全

性能に関する公

正でわかりやす

い情報提供を進

めることにより

自動車メーカー

の安全な車の開

発意識を高める

とともに、アセス

メント試験の質

の向上のため、事

故との相関分析、

車両の安全性能

に関する試験内

容や評価方法の

改善を図る。ま

た、海外機関との

情報交換等によ

り試験開発能力

の向上を図ると

ともに、外部評価

を行い、その内容

を国民にわかり

やすい形で情報

提供する。 

③ パンフレッ

ト配布、ホームペ

ージの構成改善、

試験の公開、イベ

ントの開催等に

より、アクセスし

やすい、わかりや

すい情報提供を

ユーザーに行い

ます。 
 
⑦ 業務改善状

況等についてタ

スクフォースに

より外部評価を

行い、その結果を

ホームページ等

で公表します。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
自動車アセスメントＨ

Ｐアクセス件数 
 
＜評価の視点＞ 
ユーザーのニーズに沿

ったわかりやすい情報

提供がなされている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
利用しやすい、わかりや

すい情報提供をこれまで

以上に行うため、以下の取

組を実施した。 
 
１）パンフレット、ホーム

ページの改善等 
・平成２６年度から開始し

た予防安全性能評価につ

いて、一定以上の性能を有

する予防安全装置を備え

る車種であることがわか

るように、評価車種に対し

て付与するロゴマークを

作成した。 
・予防安全装置（衝突被害

軽減制動制御装置 [対車

両]、車線逸脱警報装置、後

方視界情報提供装置）を備

えた車種に対する評価結

果の公表にあたっては、ユ

ーザーが各装置の概要を

容易にイメージ出来るイ

ラストを掲載するととも

に評価結果をわかりやす

く表した「予防安全性能評

価」パンフレットを作成し

た。 
・パンフレットについて

は、アセスメントの概要が

より理解されやすいよう、

掲載内容の構成を見直し

たほか、安全な自動車を選

ぶことの重要性を認識し

てもらえるよう、新たに

「より安全な車選びのた

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
 ナスバの全国組織を活用し

アセスメント事業を全国で普

及させるため、アセスメント

試験車両の展示、安全性の高

いチャイルドシートの取り付

け体験等による広報活動を全

国各地の主管支所等において

実施したほか、これまで都内

で行っていたアセスメント結

果発表会（平成２６年度及び

平成２７年度の前期）につい

ても地方で開催し、また、自

動車運送業界に対するアセス

メントの情報発信といった取

り組みも開始した。試験公開

や試乗といった新たな手法に

よる結果公表を実施すること

により、より多くのユーザー

へ自動車アセスメントの広報

を行った。 
 さらに、ナスバならではの

取り組みとして、自動車アセ

スメントの広報活動と交通事

故被害者との交流会を同時開

催し、交通事故被害者の方々

に自動車アセスメントの取組

を紹介することで、被害者の

方が自ら自動車アセスメント

の重要性を発信するというこ

とに繋がったことは、自動車

アセスメントに非常に大きな

効果をもたらすものである。 
 また、パンフレットやホー

ムページについても、見やす

さだけでなく、より効果的な

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 JNCAP ファイブスター賞授賞式や試験車両

の展示、安全性の高いチャイルドシートの取り

付け体験など、全国各地での広報イベントを数

多く実施（平成 27 年度 31 回）して広範な情報

発信に努めており、メディアに対する積極的な

アピールの効果もあり非常に多くの報道機関

（平成 27 年度延べ取材社数 28 社、報道数 160
件）で取り上げられるなど、効果的な情報発信が

なされている。 
また、被害者援護業務と連携し、車両展示と被

害者交流会を同時開催したことにより、被害者

の方が自ら自動車アセスメント普及の必要性を

インタビューで発信するなど、法人として単に

情報発信するだけでなく自動車アセスメントに

対する理解が進んでいることは大きく評価でき

る。 
 さらに、ウェブサイトやパンフレットの配布

だけでなく、誰もが手に取りやすいチラシを作

成して全国の自動車販売店、整備事業者、道の駅

等で配布し、ユーザーに積極的に働きかけたこ

とにより、ウェブサイトのアクセス数やパンフ

レットの配布数が飛躍的に伸びており、一般ユ

ーザーの関心が大きく高まっている。 
 その他、ユーザー向けのＰＲだけでなく大学

等の教育機関や自動車運送事業者の業界団体に

対する見学会も実施しており、自動車アセスメ

ントの情報提供をあらゆる側面から実施してい

る。 
以上の取り組みは、中期計画における所期の

目標を上回ると認められるため、Ａ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
・自動車技術が加速度的に向上していく中で、

一般ユーザー（特に高齢者や女性）に一層わかり

やすい情報提供を図っていく必要がある。 
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めのチェックリスト」を掲

載するなどの工夫を施し

た。 
・パンフレットよりもさら

に容易に自動車アセスメ

ント情報に触れてもらう

ため、自動車アセスメント

のホームページのＱＲコ

ードを記載したチラシを

新たに作成し、各イベント

のほか、全国の自動車販売

店、整備事業者、道の駅、

運転免許センター等で配

布した。 
・評価結果をできるだけ早

くユーザーに伝えること

ができるように、評価結果

の公表を試験終了直後と

したことにより、各車種の

評価結果が随時公表され、

ホームページのアクセス

件数が飛躍的に増加した。 
 
２）発表会等の開催による

広報活動 
・自動車アセスメント結果

発表会を二子玉川駅前「ガ

レリア」や東京国際フォー

ラムで毎年度開催し、メデ

ィア関係者に対し試験結

果を公表するとともに

「JNCAP ファイブスター

賞」を授与した。 
・地方におけるアセスメン

ト事業の周知を目的とし

て、平成２６年度以降、前

期の結果発表会を福岡県

（JR 博多駅前）や京都府

（ＪＲ京都駅前）にて開催

した。 
・平成 26 年度に予防安全

ものとなるように改善すると

ともに、容易に自動車アセス

メント情報に触れていただく

ためのチラシの配布を開始す

るなど、より多くのユーザー

がアセスメント情報に触れる

機会を向上させている。 
 これらの取組により、ホー

ムページのアクセス数、広報

活動の報道件数、パンフレッ

トの配布数が大幅に増加する

など、自動車アセスメントに

対するユーザーの認知度が大

きく向上した。 
 平成２８年度においても計

画を着実に実施する見込みで

あり、中期計画を十分に達成

しているほか、目標を上回る

取組も見受けられるものと判

断し A 評定とするものであ

る。 
 

 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・Ａ評価とすることについては異議なし。 
・高齢者や女性でも目を引くような方法で周知

することが重要。 
・アンケートの実施等により課題等を把握し、

更なる改善を図るべき。 
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性能評価の結果を初めて

発表する際に、衝突被害軽

減制動制御装置（AEBS）
[対車両]性能試験のデモン

ストレーションをメディ

ア関係者に対して公開す

るとともに、自動車メーカ

ー６社６車種による同装

置装備車両の試乗を実施

した。 
・アセスメント結果発表会

におけるアンケート回答

者から抽選により当選し

た１０組のユーザーをア

セスメント試験見学会に

招待した。 
・衝突時の乗員傷害簡易モ

デルの研究を行っている

「東京都市大学工学部」、

衝突時のデータ解析手法

等の研究を行っている「芝

浦工業大学工学部」の学生

に対して、自動車アセスメ

ント試験の概要を説明す

るとともに衝突試験を見

学する機会を提供した。 
・タクシーへの安全な自動

車の導入促進の観点から、

「東京ハイヤー・タクシー

協会」関係者に対して自動

車アセスメントの概要説

明とともに衝突試験を見

る機会を提供した。 
 
３）全国組織を活用した各

地での広報活動 
・全国組織を活用してアセ

スメント事業を全国津々

浦々で普及させるため、全

国の主管支所等が中心と

なり、アセスメント試験車
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両の展示、安全性の高いチ

ャイルドシートの取り付

け体験等による広報活動

を北海道から九州までの

各方面において平成２６

年度から順次実施した。全

国におけるアセスメント

試験車両の展示等による

広報活動は、平成２６年度

においては１１回の開催

であったところ、平成２７

年度には３１回開催した。 
・交通事故被害者の方々に

自動車アセスメントを知

ってもらうため、各地での

広報活動において交通事

故被害者との交流会を同

時開催し、これ以上交通事

故被害者を増やさないた

めに、自動車アセスメント

事業がより安全な自動車

の普及に取り組んでいる

ことを紹介した。これによ

り、被害者の方が自ら自動

車アセスメントの重要性

を発信するということに

も繋がった。 
・また、自動車アセスメン

ト結果発表会、モーターシ

ョー、地方における試験車

両展示による広報活動に

おいて、絵画や写真等の交

通事故被害者等の創作作

品を展示し、ナスバの被害

者援護業務の取り組みを

広くアピールした。 
 
４）講演による広報活動 
・「愛知県自動車事故防止

セミナー」、「石川県交通安

全県民大会」や広島工業大
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学、岡山理科大学、慶應大

学などの特別講義におい

て自動車アセスメントの

取り組みに関する講演を

行った。 
 
 以上の取り組みにより、

ホームページのアクセス

件数が平成２６年度以降

４０万回を大きく超える

高い水準で推移。さらにパ

ンフレット等の配布数も

２６年度には７５万部で

あったところ、各方面から

多くの要望を受け、２７年

度には過去最高の約１９

０万部と大きく向上。 
 
【ＨＰアクセス数】 
Ｈ２５年度 ３５２，７１

１回 
Ｈ２６年度 ４５２，１７

３回 
Ｈ２７年度 ４４３，８６

２回 
 
毎年度、業務実績について

タスクフォースによる外

部評価を実施し、その結果

をホームページで公表し

た。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―７ 自動車事故対策に関する広報活動 

関連する政策・施策 施策目標 16 自動車事故の被害者の救済を図る 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第 8 号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 （参考） 
（前中期目標期間最

終年度値） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２7 年度 ２８年度  ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

ホームペー

ジアクセス

件数 

－ 217 万件 221 万件 212 万件 234 万件 299 万件 － 予算額（千円） － 
 

－ － － － 

        決算額（千円） 
※注１～注３ 

3,951,017 3,850,671 3,829,537 3,926,764 － 

        経常費用（千円） 
※注１～注３ 

4,021,680 3,920,003 3,899,900 3,999,573 － 

        経常利益（千円） 
※注１～注３ 

△159 74 43 2,386 － 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － － 

        従事人員数 
※注４ 

309 309 309 309 － 

※注１）法人財務諸表「セグメント情報の開示」に記載されている「その他の業務」の実績額（事故対策 

周知業務のほか介護料支給業務、自動車アセスメント業務を含む）を記載。 

※注２）決算額は支出額（業務費）を記載、経常費用は事業費用を記載、経常利益は事業損益を記載。 

※注３）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

※注４）従事人員数は、間接部門及び事業部門を横断的に担務しており分けられないため、常勤職員数 

３３４人から計上可能な本部の間接部門専属人数２５人を差し引いた人数を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 機構の全国組

織を活用し、関係

機関との連携の

下、自動車損害賠

償保障制度及び

機構業務につい

て効果的に広報

活動を行う。 

事故防止、被害

者援護及び自動

車損害賠償保障

制度に関し組織

一体となった広

報活動を実施し

ます。 
 交通安全フェ

ア等における、国

等と協力した周

知宣伝活動やイ

ンターネット、マ

スメディア等を

活用した広範な

広報活動を積極

的に実施しつつ、

当機構の認知度

の向上にも努め

ます。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
ホームページアクセス

件数 
 
＜評価の視点＞ 
国や関係機関と協力

し、インターネット等

を活用した効果的な広

報活動を行っている

か。 

＜主要な業務実績＞ 
 機構業務の認知度向上

及び自動車損害賠償保障

制度に関する広報活動を

一層効果的かつ効率的に

行うため、全国に支所を有

する体制やマスメディア

等を活用した国民・関係機

関等への周知宣伝活動、交

通安全関係イベントへの

参画、国・地方自治体等の

関係機関と連携した広報

活動を積極的に実施した。 
 主な取組は以下のとお

り。 
・「マツダスタジアム」にお

いて行われたプロ野球の

試合開催時（観客約３万

人）時に、同球場内にナス

バブースを開設し、チャイ

ルドシートアセスメント

の説明や事故防止等に係

る各種展示を行うととも

に、プロ野球公式戦におい

てＮＡＳＶＡのＰＲビデ

オを放映。 
・全国交通安全運動の一環

として、交通安全フェア等

各種イベントに参画し、被

害者保護、事故防止対策及

び自動車損害賠償保障制

度等に関するＰＲ活動を

実施。 
・自動車事故被害者（交通

遺児や重度の障害を負っ

た方）が描いた絵や写真等

の作品を支所事務所内に

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 毎年度、交通安全フェア等

の各種イベントの活用を始

め、プロ野球スタジアムや地

下鉄駅構内における情報発信

等、安全指導、被害者援護、自

動車アセスメントと多様な業

務を担うナスバならではの幅

広い広報活動に取り組んでお

り、平成２８年度においても

計画を着実に実施する見込み

であることから、中期計画を

十分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものであ

る。 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
交通安全フェア等各種イベントの活用を始

め、プロ野球スタジアムや地下鉄駅構内におけ

る情報発信等、安全指導、被害者援護、自動車ア

セスメントの各業務について幅広い広報活動に

取り組んでいる。また、法人ホームページについ

ても順調にアクセス件数が伸びており、中期計

画における所期の目標を達成すると認められる

ため、Ｂ評価とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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展示する「ＮＡＳＶＡギャ

ラリー」の設置増加を図る

とともに、支所外での展示

を東京メトロの駅構内に

て行い、被害者支援の情報

を発信。 
・ＮＡＳＶＡは安全指導業

務、被害者援護業務及び安

全情報提供業務を一体的

に実施する自動車事故対

策の専門機関であること

を判りやすく説明した総

合的なパンフレットを地

方自治体、関係機関等に広

く配布するとともに、英訳

版パンフレットを新たに

作成し、各国ＮＣＡＰとの

会合等において有効活用。 
・ＮＡＳＶＡの広報活動を

推進するため、ホームペー

ジについてはアクセスし

やすく利用しやすい、わか

りやすいサイトを目指し

て、情報の充実、迅速デー

タの追加・更新を実施。 
・より国民にわかりやすく

利用しやすい、また、容易

に閲覧が可能となるよう、

ホームページの改修を実

施し、スマートフォンやタ

ブレットなどの端末の種

別に応じて最適に画面を

表示させる仕様を採用す

る等、機能やデザインに配

慮してホームページを改

善。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 組織運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 全国に置かれて

いる主管支所及

び支所について

は、①支所等の間

で配置人員と業

務量に較差があ

ること、②被害者

援護業務を充実

させる方向にあ

ること、③安全指

導業務の民間参

入を促進するこ

ととしているこ

と、④適性診断事

業の電子化が完

了したことを踏

まえ、支所業務の

集約化・効率化に

とどまらず、これ

らの状況に応じ

全国に置かれて

いる主管支所及

び支所について

は、①支所等の間

で配置人員と業

務量に較差があ

ること、②被害者

援護業務を充実

させる方向にあ

ること、③安全指

導業務の民間参

入を促進するこ

ととしているこ

と、④適性診断事

業の電子化が完

了したことを踏

まえ、支所業務の

集約化・効率化に

とどまらず、これ

らの状況に応じ

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
支所業務の集約化・効率化

にとどまらず、人員配置や

体制の見直しを含めた合

理化が図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 NASVA の今後のあり方につ

いての「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針｣（平成 25
年 12 月 24 日閣議決定）及び本

閣議決定に先立って示された

与党の提言等の趣旨を総合的

に勘案し、平成２５年度に組織

合理化方策を策定した。 
 平成２６年度以降、組織合理

化方策の内容に沿って以下の

取組を順次実施し、支所業務の

集約化・効率化、人員配置、体

制の見直しを図った。 
 
１）人員配置の見直し（地方） 
①「被害者援護促進の日」によ

る経営資源のシフト 
毎週木曜日を「被害者援護促進

の日」と位置付け、原則として

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 支所間の人員シフト、本

部における自動車アセスメ

ント部の新設及び被害者援

護部企画調整グループの新

設等、平成２５年度に結論

が得られた組織合理化方策

の内容に沿った取組を実施

するとともに、主管支所等

の全ての職員を被害者援護

業務の主担当又は副担当に

指定したほか、主管支所等

の事務に新たに自動車アセ

スメント業務を追加すると

いった「独立行政法人改革

等に関する基本的な方針｣

（平成 25 年 12 月 24 日閣

議決定）及び本閣議決定に

先立って示された与党の提

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 「独立行政法人改革等に関する基本的な方

針｣（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等の趣

旨を踏まえて平成 25 年度に策定された組織合

理化方策に沿って、支所業務の体制強化及び合

理化を着実に進めており、中期計画における所

期の目標を達成すると認められるため、Ｂ評価

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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て、支所の合理化

を図るものとす

る。 

た支所の人員配

置、体制の見直し

を含め検討し、平

成２５年度まで

に結論を得て、平

成２８年度まで

に合理化を図り

ます。 

適性診断を実施しない日とす

ることにより、安全指導業務か

ら被害者援護業務への経営資

源のシフトを図るとともに、全

ての所属職員を被害者援護業

務の主担当又は副担当と定め

るよう関係規程を改正し体制

を整備。 
②支所間の人員シフト 
一人当たりの業務量が相対的

に少ない小規模支所（函館、釧

路、秋田、山形、鳥取、島根、

山口、高知、長崎、沖縄におい

て各１名減員）から機能強化が

必要な主管支所（札幌、仙台、

広島、高松、福岡において１～

３名増員）への人員シフトを順

次実施。 
③被害者支援専門員（コーディ

ネーター）の配置 
東京主管支所に加え、名古屋主

管支所及び大阪主管支所にお

いて被害者支援専門員を各１

名増強配置。（既存職員のシフ

ト） 
 
２）人員配置の見直し（本部） 
 自動車アセスメント業務及

び被害者援護業務の更なる充

実強化に向け、関係規程の改正

等を行い、以下の体制を整備。 
・自動車アセスメント部を新設

するとともに、企画部安全情報

グループを廃止して NCAP 技

術グループ・NCAP 渉外グルー

プを新設 
・自動車アセスメント部の２名

増員（総務部、安全指導部から

シフト） 
・被害者援護部に企画調整グル

ープを新設 

言等の趣旨を踏まえた体制

強化及び組織合理化を図っ

ており、平成２８年度にお

いても着実に実施する見込

みであることから、中期計

画を十分に達成しているも

のと判断しＢ評価とするも

のである。 
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・被害者援護部の１名増員（総

務部からシフト） 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 人材の活用 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 職員の能力開

発を促進し、組織

の一層の活性化

を図る。 

産業カウンセ

ラー、ホームヘル

パー等の資格を

取得させるとと

もにそれらの職

員の活用を図り、

また、事業環境の

変化に対応した

経験者採用や国

との人事交流を

行います。さらに

職員の資質の向

上のため、事業環

境に即した研修

カリキュラムを

随時改定してい

くことにより、研

修の充実による

職員の資質向上、

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
職員の資質向上や人材の

有効活用のための取組が

適切になされているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 職員の能力開発の促進、組織

の活性化に向け、以下のような

人材育成と職員の資質向上に

取り組んだ。 
 
１）人材育成、人材の有効活用

等 
・産業カウンセラー資格を取得

した職員にカウンセラー資格

要件研修を実施し、適性診断業

務に配置。 
・介護職員初任者研修（旧ホー

ムヘルパー２級）受講者を被害

者援護業務に配置。 
・社会福祉主事任用資格者の経

験者採用、国・民間との人事交

流促進等、幅広い視野と経験を

有する人材の育成。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 各業務を高度な専門性を

もって遂行させていくた

め、各種資格の取得支援や

スキルアップのための研修

の実施等、常に人材育成と

職員の資質向上に取り組ん

でいるほか、人材育成の取

組の方向性、研修体系及び

キャリアパス等を明確化す

るためＮＡＳＶＡ人材育成

方針を策定し、全職員への

周知を図る等、効果的・効率

的な職員の資質向上・育成

を図っており、平成２８年

度においても着実に実施す

る見込みであることから中

期計画を十分に達成してい

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
各種資格の取得支援やスキルアップのため

の研修を積極的に実施するほか、「ＮＡＳＶＡ

人材育成方針」を組織内に周知して効果的・効

率的な職員の資質向上と人材育成を図ってい

る。また、各主管支所における被害者援護業務

に関する勉強会の開催など、組織の方向性を踏

まえた人材育成を図っており、中期計画におけ

る所期の目標を達成すると認められるため、Ｂ

評価とした。 
  
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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能力・実績を適正

に評価する仕組

みの適切な運用

等により、人材の

有効活用を図り

ます。  

・勤務評価を適正に運用し、評

価結果を勤勉手当及び定期昇

給の判定に反映。 
 
２）研修の充実、職員の資質向

上等 
①指導講習業務における講師

の育成強化 
・第一種講師要件の一つである

運行管理者資格者証の取得の

ための基礎講習の実施。 
・運行管理者指導講習の講師と

して必要な知識の習得のため

の第一種講師資格要件研修の

実施。 
・飲酒が体に及ぼす影響等の専

門講師を育成するための「ＡＳ

Ｋ（アルコール薬物問題全国市

民団体）飲酒運転防止インスト

ラクター養成講座」の受講。 
②安全マネジメント業務の充

実に向けた対応 
・安全マネジメント業務を新た

に担当する職員への安全マネ

ジメント担当者研修のほか、安

全マネジメント関係講習会講

師としての力量向上等を目的

とした研修の実施。 
・安全マネジメントコンサルテ

ィング業務を新たに担当する

職員へのアドバイザー資格研

修のほか、アドバイザーの資質

向上を図るためのスキルアッ

プ研修の実施。 
③被害者援護業務の質的向上

に向けた取組み 
・採用職員研修で臨床心理士に

よる講義と交通遺児保護者に

よる講話を実施。家庭相談員研

修においても臨床心理士によ

る被害者心情を理解するため

るものと判断しＢ評価とす

るものである。 
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の講義を実施。 
・これまで事故対策事業推進員

のみを対象としていた債権管

理の対象者を職員、非常勤職員

等に拡大。 
④ISO コンサルタントの養成 
・ISO コンサルタント育成に向

けたコンサルタント候補者へ

の外部の ISO 9001 基礎研修及

び ISO 9001 審査員補研修の受

講。本部での ISO 39001 解説

研修の実施。外部研修と内部研

修の受講を通じて、ＩＳＯの基

本的な考え方及びＩＳＯ審査

実務の理解並びに ISO 39001
規格要求事項の詳細とコンサ

ルティング業務の知識を習得。 
⑤各主管支所等の経理事務に

携わる職員への会計事務及び

財務・会計システム研修の実

施。 
⑥新規採用職員研修、中堅職員

（アシスタントマネージャー

級、チーフ級）、新任マネージャ

ーへの階層別研修の実施。 
⑦被害者援護業務と安全指導

業務との連携の推進 
・主管支所マネージャー（適性

診断担当）会議において、被害

者援護業務の現在の取組等に

ついて被害者援護担当職員に

よる講義を実施。 
・「被害者援護促進の日」を活用

して、組織としての被害者援護

業務の重要性に対する認識を

高めるため、被害者援護業務主

担当以外の職員を対象とした

被害者援護業務関係勉強会を

各主管支所で実施 
 
３）NASVA 人材育成方針を策
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定・周知し、人材育成の取組み

の方向性、研修体系及びキャリ

アパス等を明確化。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 

 
  



66 
 

様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―１ 業務運営の効率化 安全指導業務 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
指導講習業務インタ

ーネット予約率 
（計画値） 

中期目標期間最終

年度：６０％以上 
 

－ 40％以上 45％以上 50％以上 80％以上 － － 

指導講習業務インタ

ーネット予約率 
（実績値） 
 
※括弧内は利用者数 

－ 18.0％ 
(24,711 人) 

52.5％ 
(73,345 人) 

77.3％ 
(103,964 人) 

84.5％ 
(109,949 人) 

88.7％ 
(121,331 人) 

－ 利用者数実績は前中期最終年度の

４．９倍 

達成度 － － 131.3％ 171.8％ 169.0％ 110.9％ － － 
適性診断業務インタ

ーネット予約率 
（計画値） 

中期目標期間最終

年度：６０％以上 
 

－ 40％以上 45％以上 50％以上 55％以上 － － 

 適性診断業務インタ

ーネット予約率 
（実績値） 
 
※括弧内は利用者数 

－ 18.4％ 
(57,978 人) 

32.1％ 
(102, 868人) 

54.0％ 
(168, 975人) 

67.2％ 
(209, 716人) 

72.8％ 
(232, 305人) 

－ 利用者数実績は前中期最終年度の

４．０倍 

 達成度 － － 80.3％ 120.0％ 134.4％ 132.4％ － － 
 一般診断の支所外受

診率（計画値） 
中期目標期間最終

年度：５０％以上 
－ 46％以上 47％以上 48％以上 49％以上 － － 

 一般診断の支所外受

診率（実績値） 
 
※括弧内は支所外受

診者数 

－ 42.5％ 
(108,740 人) 

47.4％ 
(124,904 人) 

49.9％ 
(126,398 人) 

51.6％ 
(131,320 人) 

50.9％ 
(125,590 人) 

－ 支所外受診者数実績は前中期最終

年度の１．２倍 

 達成度 － － 103.0％ 106.2％ 107.5％ 103.9％ － － 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 安全指導業務

におけるＩＴの

活用及び民間参

入の状況等を踏

まえ、業務運営の

効率化を図る。 

ＩＴを活用し、

指導講習・適性診

断に係るインタ

ーネット予約に

よる受講者・受診

者の割合を中期

目標期間の最終

年度までにそれ

ぞれ６０％以上

とします。また、

契約事業者（注

１）及び貸出機器

（注２）による一

般診断の利用促

進を図るため、支

所以外での受診

者の割合を、中期

目標期間の最終

年 度 ま で に ５

０％以上としま

す。 
これらの取組

を通して業務の

効率化を図ると

ともに、民間参入

の状況等を踏ま

えながら、業務運

営の効率化を図

ります。 
 

（注 1）「契約事業

者」とは、機構の

インターネット

適性診断システ

ム利用規約に基

づき、機構との間

で利用契約を締

結した契約当事

＜主な定量的指標＞ 
・指導講習・適性診断業務

インターネット予約率 
・一般診断の支所外受診率 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
インターネット予約率及

び支所外受診率が着実に

向上しているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 以下のような取組により、イ

ンターネット予約率及び支所

外一般診断受診率を向上させ、

指導講習及び適性診断におけ

る電話予約対応等の時間が減

少したほか、職員による受講

者・受診者データの入力作業が

軽減され、受付業務等の省力化

による支所業務の効率化が図

られた。 
 
１）インターネット予約の促進 

・指導講習会開催時にインター

ネット予約の方法や利便性に

ついて説明。「インターネット

予約利用者は、予約受付開始を

１ヶ月以上早くできる」などイ

ンセンティブを強調した。 
・指導講習・適性診断の電話受

けの際にインターネット予約

の利便性について説明。実際の

操作を交えた予約方法の説明

を行うとともに、適性診断を利

用される事業者には、インター

ネット予約に必要な ID/パスワ

ードをお知らせするなど対応

した。 
・こうした取組により、インタ

ーネット予約率は向上し続け、

平成２７年度には指導講習８

８．７％、適性診断は７２．８％

とすでに目標値を達成した。 
 
２）支所以外での一般診断受診

の促進 
・契約事業者及び貸出機器の利

用を促進した。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 インターネット予約率及

び一般診断の支所外受診率

ともに計画値を上回ってい

ることのみならず、期間中

に達成した実績を踏まえ、

平成２７年度及び平成２８

年度の指導講習の予約率に

ついては、中期計画の目標

値を上回る８０％と高い数

値を敢えて設定することに

より一層の効率化を進めて

おり、平成２８年度におい

ても着実に実施する見込み

であることから、中期計画

を十分に達成しているもの

と判断しＢ評価とするもの

である。 
 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
指導講習及び適性診断のインターネット予

約率は、既に中期計画の計画値を上回ってお

り、特に指導講習においては実績を踏まえて中

期計画の目標値６０％を大きく上回る８０％

を平成２７年度及び２８年度の目標値に設定

し、一層の効率化を図っている。一般診断の支

所外受診率も着実に計画値を上回っており、中

期計画における所期の目標を達成すると認め

られるため、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
・自動車運送事業者の安全性確保のため適性

診断の広がりが必要。支所外診断の拡大を進め

てほしい。 
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者をいう。 
（注 2）「貸出機

器」とは、貸出用

のインターネッ

ト適性診断機器

をいう。 

・契約事業者に対しては、ナス

バネット利用によるメリット

（自社において 24 時間いつで

も適性診断が受診できること、

過去の適性診断の受診状況に

ついての情報を提供し、繰返し

受診が事故防止により効果的

であること等）の情報を提供し

た。 
・こうした取組により、支所外

一般診断の受診者の割合は向

上し続け、平成２７年度には５

０．９％とすでに目標値を達成

した。 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―１ 業務運営の効率化 療護施設 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
外部検査受入件数 
（計画値） 

年間 10,000 件程度 － 10,000 件程度 10,000 件程度 10,000 件程度 10,000 件程度 － － 

外部検査受入件数 
（実績値） 

－ 10,331 件 11,385 件 11,335 件 11,898 件 11,339 件 － － 

達成度 － － 113.9％ 113.4％ 119.0％ 113.4％ － － 
外部検査収入（百万

円） 
－ 186 195 196 192 168 － － 

 
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ア . 療護センタ

ーについて、質の

高い治療・看護を

適正なコストで

実施するため、医

療に対する外部

評価を行い、その

内容を国民にわ

かりやすい形で

情報提供する。 
 
イ . 療護施設の

運営委託費のコ

スト要因を分析

し、必要な医療水

準を維持しつつ、

ア . 療護センタ

ーの医療水準及

びコスト水準等

について、タスク

フォース（注３）

による外部評価

を行い、その結果

をホームページ

で公表します。 
 
（注３）外部有識

者からなる事業

改善等を目的と

する評価のため

の機関 
 

＜主な定量的指標＞ 
外部検査受入件数 
 
＜その他の指標＞ 
外部検査収入 
 
＜評価の視点＞ 
必要な医療水準を維持し

ながら、コスト削減や地域

医療貢献、自己収入の確保

といった取組が着実にな

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 療護センターの医療水準及

びコスト水準等の実績につい

て、毎年度、タスクフォースを

開催し、適正な医療水準を確保

した運営経費の節減、患者家族

への支援等のサービス水準の

向上に関する取組について外

部評価を実施し、その結果をホ

ームページで公表した。 
 
 運営委託費のコスト要因に

ついて、毎年度、各療護センタ

ーの財務状況、経営効率等を把

握するとともに、財務分析、入

院収益及び診療行為に関する

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 運営委託費のコスト削減

に努めるとともに、平成２

４年度から２７年度まで毎

年１０，０００件以上の外

部検査の受入を達成してお

り、平成２８年度において

も着実に実施する見込みで

あることから、中期計画を

十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするもので

ある。 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
医療水準及びコスト水準等について外部評

価を実施するとともに、各療護施設において必

要な医療水準を維持しつつ収入の確保及び経

費の縮減に取り組んでいる。 
高度先進医療機器の活用については、毎年度

計画値以上の外部検査受入を達成しており、地

域医療への貢献を果たしている。 
これらの取り組みは年中期計画における所

期の目標を達成すると認められるため、Ｂ評価

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
療護施設における医療水準を維持したさらな

るコスト削減について、検討を進める必要があ
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引き続きコスト

削減を図る。 
 
ウ . 療護センタ

ーが保有する高

度先進医療機器

については、保有

資産の有効活用

を図る観点から、

年間１０，０００

件程度の外部検

査を積極的に受

け入れ、自己収入

の確保を図る。 

イ . 療護施設の

運営委託費のコ

スト要因を毎年

度分析し、必要な

医療水準を維持

しつつ、引き続き

コスト削減に努

めます。 
 
ウ . 療護センタ

ーが保有する高

度先進医療機器

については、周辺

地域の医療機関

等と協力しつつ、

年間１０ ,０００

件程度の外部検

査を積極的に受

け入れ、地域医療

への貢献を果た

すとともに自己

収入の確保を図

ります。 

分析等を実施し、センター長等

会議において、必要な医療水準

を維持しつつ収入の確保及び

経費の縮減に取り組むよう要

請を行う等コスト削減に努め

た。  
 
 外部検査の受託について、Ｍ

ＲＩ、ＰＥＴ等高度先進医療機

器を活用した外部検査の受入

に努め、下記のとおり毎年度、

１０，０００件を上回る外部検

査を受託し、地域医療への貢献

を果たしてきた。また、これに

伴い平成２７年度までに７５

１百万円の自己収入を確保し

た。  
 
【外部検査受託件数】 
平成２４年度 １１，３８５件 
平成２５年度 １１，３３５件 
平成２６年度 １１，８９８件 
平成２７年度 １１，３３９件 

る。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―４ 業務運営の効率化 交通遺児等への生活資金の貸付 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
債権回収率（計画値） 中期目標期間の年

度毎に 回収率９

０％以上 

－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 － 

債権回収率（実績値） － 91％ 91％ 90％ 90％ 92％ － － 
達成度 － － 100.6％ 100.4％ 100.3％ 102.6％ － － 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ア . 適切な債権

管理を行い、引き

続き、債権回収率

９０％以上を確

保する。 
 
イ , 貸付資産等

のリスク管理及

び引当金の開示

について、適切に

実施する。 
 
ウ. このほか、生

活資金貸付業務

の適正な運営を

確保する観点か

ら、以下の取組を

行う。 
 （ⅰ）貸付の減

ア . 債権管理規

程等を必要に応

じて見直すとと

もに、適切な債権

管理を行うこと

により、中期目標

期間の年度毎に

回収率９０％以

上を確保します。 
 
イ．債権管理委員

会において適切

な貸付債権の評

価を実施すると

ともに、リスクに

応じた適正な引

当金を計上し、そ

の結果について

ホームページ等

＜主な定量的指標＞ 
債権回収率 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
貸付債権の適性管理や貸

付制度の周知徹底のため

の取組が着実になされて

いるか。また、利用者のニ

ーズを踏まえた制度にな

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 
ア．適正な債権管理と債権回収

率９０％以上の確保に向け、以

下のような取組を実施した。 
１）延滞金減免制度の導入や適

正な返還を促進させるため、貸

付利用者が満 20 歳に達した時

に、貸付利用の事実を貸付利用

者本人に伝えることを盛り込

んだ規程改正を行った。 
２）貸付利用者の生活状況を迅

速に把握し、延滞金の加算によ

り利用者の弁済意思が減退し

ないよう債権管理を行うため、

債権管理規程に基づき債権を

分類して早期折衝に取り組ん

だ。 
３）精神的支援として推進して

いる「友の会」活動により、会

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 貸付の減少要因の分析及

び需要の把握、債権管理・回

収コストの要因分析を行っ

た上、国交省等との検討会

において今後の貸付制度の

あり方について検討を重

ね、その取りまとめに基づ

き、貸付制度の一層の周知、

債権回収強化の一環として

コンビニエンスストアを活

用した返還収納の開始、貸

付金額及び回収期間の弾力

的運営に向けた制度改正等

を順次実施したほか、早期

折衝の徹底等により、毎年

度９０％以上の回収率を維

持するとともに、真に債権

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
貸付の減少要因の分析及び需要の把握、債権

管理・回収コストの要因分析を行い、貸付制度

の周知徹底や利用者ニーズを踏まえた制度変

更、債権管理・回収の強化及びコスト削減を図

っている。 
特に債権回収については、規定を改正して適

切な債権管理を行うとともに、早期折衝や「友

の会」活動を通じた返還への理解などにより、

債権回収率９０％以上を確保している。また、

コンビニを活用した返還収納方法の導入によ

り利便性の向上が図られ、貸倒懸念債権額が減

少するとともに、債権回収に係る人的コストが

削減されており、債権管理・回収の効率化が図

られている。 
以上の取り組みは中期計画における所期の

目標を達成すると認められ、Ｂ評価とした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



72 
 

少要因の分析及

び貸付需要の把

握 
 （ⅱ）貸付を必

要とする者への

制度の周知徹底 
 （ⅲ）貸付を受

けた者に対する

債権管理・回収の

一層の強化 
 （ⅳ）債権管理・

回収コスト要因

の分析及びコス

ト削減 
 
エ. あわせて、そ

の支援の在り方

を含めて、現在の

手法が効果的か

つ効率的なもの

かどうか検討し、

必要に応じて見

直すものとする。 

で公表します。 
 
ウ . 貸付の減少

要因の分析や貸

付需要の把握を

行うとともに、貸

付制度の周知を

徹底します。ま

た、貸付を受けた

者に対する債権

管理・回収の一層

の強化を行いま

す。さらに、債権

管理・回収コスト

要因を他の制度

と比較するなど

して分析すると

ともに、その結果

を踏まえた業務

運営等の見直し

により、コスト削

減を図ります。 
 
エ. あわせて、そ

の支援の在り方

を含めて、現在の

手法が効果的か

つ効率的なもの

かどうか検討し、

必要に応じて見

直すものとしま

す。 

員とNASVAとの結びつきが深

まり、他に同じ境遇の者がいる

こと等による会員相互の連帯

感が高まることにより、貸付金

の返還が次の交通遺児等育成

の原資として支援につながる

ことが理解された。 
 
イ．債権管理委員会において、

貸付債権の評価及び適正な引

当金の計上について毎年度審

議し、その結果についてホーム

ページで公表した。 
 
ウ．平成２４年度に貸付の減少

要因の分析及び需要の把握、債

権管理・回収コストの要因分析

を行い、その結果をもとに国交

省等と検討会を開催し、今後の

貸付業務のあり方を「NASVA
交通遺児等貸付の今後のあり

方について」として取りまとめ

を行い、これに基づき以下の取

組を実施した。  
１）貸付制度の周知徹底 
・本部において損害保険協会等

に対する強力な周知依頼を行

うとともに、主管支所等による

市町村に対する広報誌掲載等

への働きかけにより、広報誌へ

の掲載やＮＡＳＶＡ広報動画

の放送等が行われた。 
・交通遺児等支援担当者（学識

経験者、各県警察、自治体、被

害者支援団体等）による意見交

換会、「自助グループ運営・連絡

会議」、「交通事故で家族を亡く

した子どもの支援」に関するシ

ンポジウム」等、内閣府主催の

各種会議の場を活用し、貸付制

度の周知を実施した。 

管理に必要な人員配置を見

直し、当業務のコスト削減

を図っており、平成２８年

度においても着実に実施す

る見込みであることから、

中期計画の当初の目的を十

分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものであ

る。 

＜今後の課題＞ 
 交通遺児等のニーズについて、実態を把握す

る必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・新規貸付利用者の減少について、その要因と

交通遺児の方が何を望んでいるのかを把握す

る必要がある。 
・交通遺児等のニーズを踏まえた制度のあり

方について検討すべきではないか。 
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・一般向け周知活動として、『ナ

スバギャラリーＩＮ東京』を東

京メトロの駅構内において開

催し、交通遺児等による書道コ

ンテスト優秀作品及び重度後

遺障害者が創作された作品の

展示により、介護料受給者（自

動車事故により重度後遺障害

を負った方）、交通遺児等（保護

者が自動車事故により死亡又

は重度後遺障害を負った児童）

の支援について情報を発信し

た。 
 
２）債権管理・回収の強化及び

コスト削減 
 延滞のある債務者に対して、

折衝率を定めて早期折衝を行

うとともに、平成 26 年度から

導入したコンビニエンススト

アを活用した返還収納方法に

より利便性の向上が図られ、貸

倒懸念債権額が各年度前年度

に比べ減少した。さらに、事故

対策事業推進員の適正配置を

進め、１０名分のコストを削減

した。 
 
エ．利用者ニーズを踏まえた制

度の実施に向け、貸付金額 2 万

円を 2 万円以内に、また、貸付

金回収期間 20 年固定から原則

２０年とするほか、延滞金減免

制度の導入など必要に応じた

規程改正を行った。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―５ 業務運営の効率化 業務全般（経費削減、契約適正化） 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
一般管理費削減割合

（計画値） 
中期目標期間最終

年度に平成 23 年度

比 15％以上削減 
 

－ 前年度予算の 3％
削減 

前年度予算の

3％削減 
前年度予算の 3％
削減 

前年度予算の 3％
削減 

－ － 

一般管理費削減割合

（実績値） 
－ － 平成２３年度予

算の８．８％削

減 
（▲29 百万円） 

平成２４年度予

算の８．４％削

減 
（▲40 百万円） 

平成２５年度予

算の８．１％削

減 
（▲36 百万円） 

平成２６年度予算

の７．９％削減 
（▲34 百万円） 

－ － 

達成度 － － 293.3％ 280.0％ 270.0％ 263.3％ － － 
業務経費削減割合

（計画値） 
中期目標期間最終

年度に平成 23 度比

10％以上削減 

－ 前年度予算の 2％
削減 

前年度予算の

2％削減 
前年度予算の 2％
削減 

前年度予算の 2％
削減 

－ － 

業務経費削減割合

（実績値） 
－ － 平成２３年度予

算の２．４％削

減 
（▲101 百万円） 

平成２４年度予

算の２．２％削

減 
（▲69 百万円） 

平成２５年度予

算の２．２％削

減 
（▲74 百万円） 

平成２６年度予算

の２．６％削減 
（▲95 百万円） 

－ － 

達成度 － － 120.0％ 110.0％ 110.0％ 130.0％ － － 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ア . 業務運営の

効率化を図るこ

とにより、一般管

理費（人件費、公

租公課等の所要

額計上を必要と

する経費及び特

殊要因により増

減する経費を除

く。）について、中

期目標期間の最

後の事業年度に

おいて、平成２３

年度比で １５％

以上削減すると

ともに、業務経費

（人件費、公租公

課等の所要額計

上を必要とする

経費及び特殊要

因により増減す

る経費を除く。）

について、中期目

標期間の最後の

事業年度におい

て、平成２３年度

比で １０％以上

削減する。 
 
イ．契約について

は、「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成 27 年５月

25 日総務大臣決

定）に基づく取組

を着実に実施す

ア . 一般管理費

（人件費、公租公

課等の所要額計

上を必要とする

経費及び特殊要

因により増減す

る経費を除く。）

について、業務運

営の効率化を推

進し、中期目標期

間の最終年度ま

でに、平成２３年

度比で １５％以

上削減します。 
 
イ．業務経費（人

件費、公租公課等

の所要額計上を

必要とする経費

及び特殊要因に

より増減する経

費を除く。）につ

いて、業務運営の

効率化を推進し、

中期目標期間の

最終年度までに、

平成２３年度比

で １０％以上削

減します。 
 
ウ．契約について

は、「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成 27 年 5 月

25 日総務大臣決

定）に基づき毎年

＜主な定量的指標＞ 
・一般管理費削減割合 
・業務経費削減割合 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
一般管理費及び業務経費

が着実に削減されている

か。契約の競争性及び透明

性が確保されているか。 

＜主要な業務実績＞ 
 業務運営の効率化を推進す

るとともに、経費削減方策に基

づき経費削減に積極的に取組

み、毎年度、前年度予算に対し

▲３％削減とする計画を上回

る経費削減を続け、平成２３年

度比で１５％以上の削減を達

成した。 
 
 業務運営の効率化を推進す

るとともに、経費削減方策に基

づき経費削減に積極的に取組

み、毎年度、前年度予算に対し

▲２％削減とする計画を上回

る経費削減を続け、平成２３年

度比で１０％以上の削減を達

成した。 
 
・平成２６年度までは、「独立行

政法人の契約状況の点検・見直

しについて」（平成２１年１１

月１７日閣議決定）の趣旨を踏

まえ設置した「独立行政法人自

動車事故対策機構契約監視委

員会」（平成２１年１２月１５

日付理事長達（経理）第２３号）

により、一般競争入札、競争性

のある随意契約、競争性のない

随意契約のそれぞれについて

点検・見直しを行い、議事録等

をホームページに掲載した。 
・また、平成２７年度以降は、

「独立行政法人における調達

等合理化の取組の推進につい

て」（平成２７年５月２５日総

務大臣決定）に基づき、公正性・

透明性を確保しつつ、自律的か

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 毎年度の計画に則り一般

管理費及び業務経費の削減

を図っているほか、外部有

識者からなる契約監視委員

会の開催、平成２７年度か

ら策定している調達等合理

化計画に基づき、契約の公

正性・透明性の確保等、業務

運営の効率化及び契約の適

正化を着実に実施してい

る。平成２３年度比で一般

管理費１５％以上、業務経

費１０％以上の削減を達成

する見込みであり、中期計

画を十分に達成しているも

のと判断しＢ評価とするも

のである。  

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 一般管理費及び業務経費について、毎年度計

画を上回る経費削減を達成している。また、平

成２７年度より調達等合理化計画を策定し、公

正性・透明性を確保しながら自立的かつ継続的

な調達等の合理化を図っており、政府の方針に

沿った取り組みを着実に実施している。 
以上により、中期計画における所期の目標を

達成すると認められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
調達等合理化については、事務・事業の特性を

踏まえたＰＤＣＡサイクルによる継続的な取り

組みが重要であり、今中期期間の取り組みにおけ

る成果や課題等を踏まえ、次期中期期間において

もさらなる合理化に取り組んでいく必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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ることにより、契

約の適正化を推

進し、業務運営の

効率化を図る。 

度策定する「調達

等合理化計画」に

よる取組を着実

に実施し、一般競

争入札の推進や

契約方法の見直

し、情報公開の充

実により、競争性

及び透明性の確

保を図ります。 
  

つ継続的に調達等の合理化を

図るため、調達等合理化計画を

策定。 同計画に則り、企画競

争による場合の事前検証の徹

底、一者応札の見直し、調達グ

ループを超えた一括調達、障害

者就労施設等からの調達に重

点的に取り組んだのほか、調達

に関するガバナンスの徹底に

取り組むとともに、計画策定・

実施・自己評価・次計画への反

映というＰＤＣＡサイクルに

よる推進を図るため、外部有識

者からなる契約監視委員会に

よる点検を実施した。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３―６ 業務運営の効率化 業務全般（内部統制、情報セキュリティ） 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ウ . 総務省の独

立行政法人にお

ける内部統制と

評価に関する研

究会が平成２２

年３月に公表し

た報告書（「独立

行政法人におけ

る内部統制と評

価について」）、及

び総務省政策評

価・独立行政法人

評価委員会から

独立行政法人の

業務実績に関す

る評価の結果等

の意見等として

各府省独立行政

法人評価委員会

に通知した事項

エ . 内部統制に

ついては、業務運

営方針の明確化・

役職員による共

有を図るととも

に、定期的に業務

実績や課題を整

理し、改善を行い

ます。また、内部

監査の強化によ

る業務の改善及

び機構内コミュ

ニケーションの

活性化等を図り

ます。 
 また、「国民を

守る情報セキュ

リティ戦略」等の

政府の方針を踏

まえ、適切な情報

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
内部統制の更なる充実・強

化が図られたか。適切な情

報セキュリティ対策がな

されたか。 

＜主要な業務実績＞ 
 内部統制の更なる充実・強

化、情報セキュリティ対策の推

進に向け、以下の取組を実施し

た。 
 
１）平成２５年４月に新たな業

務運営方針（ＮＡＳＶＡＷＡＹ

２０１３）を冊子にまとめ、全

役職員に配布し、共有化の徹底

を図るとともに、全国支所長会

議及び主管支所総務担当マネ

ージャー会議等を通じて更な

る周知を図った。また、当該業

務運営方針を要約した「行動指

針」をパネルにして本部及び全

支所に掲示し、当該「行動指針」

をカードにして役職員全員に

携帯させるとともに、全国支所

長会議や各支所の会議等で行

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 新たな業務運営方針（Ｎ

ＡＳＶＡＷＡＹ２０１３）

の策定・共有化の徹底、理事

会の場を活用した中期計

画・年度計画の進捗管理、会

計内部監査及び監事監査を

通じた業務運営状況や内部

統制状況のモニタリングの

実施のほか、組織内イント

ラネットや電子メールの活

用による組織内の情報共有

の推進等、内部統制を充実

させている。 
 さらに、内部統制システ

ムに係る業務方法書を始め

とする内部統制の推進、リ

スク管理、情報システム整

備、監事監査、内部監査室、

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
内部統制については、業務運営方針の策定及

び組織全体への浸透を図り、会計内部監査や監

事監査を通じて業務の適正かつ効率的な運営

状況や内部統制状況のモニタリングを実施す

るとともに、関係諸規程の制定・改正を行い、

各委員会の開催や内部監査室の新設、内部通報

制度の創設等を実施するなど、内部統制の一層

の充実・強化を図っている。 
情報セキュリティ対策については、個人情報

保護対策強化等の動きを踏まえ、セキュリティ

対策の強化、システム改修、全職員の意識徹底

等に着実に取り組んでいる。これらの対策によ

り、一部で発生した誤送信等の事案に対して迅

速に対応するとともに、即座に再発防止策の徹

底を講じるといった動きにも繋がっている。 
以上の取り組みは、中期計画における所期の

目標を達成すると認められるため、Ｂ評価とし

た。 
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を参考にしつつ、

内部統制につい

ては、更に充実・

強化を図る。 
 また、「国民を

守る情報セキュ

リティ戦略」等の

政府の方針を踏

まえ、適切な情報

セキュリティ対

策を推進する。 

セキュリティ対

策を推進します。 
動指針の唱和を実施し、周知徹

底を図った。 
 
２）業務の適正かつ効率的な運

営の確保・改善を図るため、理

事会において毎月業務実績を

報告させ、中期計画・年度計画

の進捗状況を把握し、また、理

事会終了後速やかに議事概要

を作成し、理事会資料とともに

本部職員をはじめ主管支所を

通じて全職員に情報提供し、共

有化を図るとともに、会計内部

監査及び監事監査を通じて、業

務の適正かつ効率的な運営状

況や内部統制推進状況のモニ

タリングを実施した。 
 
３）業務運営上必要な情報は、

適宜組織内イントラネットや

電子メールを活用し、本部から

全職員に伝達するほか、支所か

らの情報も随時イントラネッ

トに掲載することにより、本

部・支所間、支所・支所間にお

ける情報共有を推進した。 
 
４）更に、平成２７年４月の改

正独立行政法人通則法の施行

に伴い、業務の適正を確保する

ための体制（内部統制システ

ム）に係る業務方法書の改正を

行うとともに、内部統制委員

会、コンプライアンス委員会、

リスク管理委員会及び情報セ

キュリィティ委員会の開催、内

部監査室の新設、内部通報制度

の創設等、内部統制の一層の充

実・強化を図った。また、「国民

を守る情報セキュリティ戦略」

等の政府の方針を踏まえ、サイ

内部通報等の内部統制シス

テムに係る諸規程を整備

し、内部統制委員会を始め

とする各委員会の開催、内

部監査室の新設等、内部統

制の一層の充実・強化を図

るとともに、基幹ネットワ

ークの情報セキュリティ対

策やホームページへの不正

アクセス等に対する遮断シ

ステムの導入等、政府方針

を踏まえた情報セキュリテ

ィ対策の強化に取り組んで

おり、平成２８年度におい

ても計画を着実に実施する

見込みであることから、中

期計画を十分に達成してい

るものと判断しＢ評価とす

るものである。  

＜今後の課題＞ 
情報セキュリティ対策について、システム上

のセキュリティ強化により人的エラー発生の

可能性を排除するなど、個人情報等の保護を一

層強化する必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
（有識者の意見） 
・組織の運営方針について、全職員が理念をし

っかり理解して業務に取り組むことで、自ずと

内部統制の推進を図ることができる。 
・個人情報保護に関しては慎重に対応すべき。 
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バー攻撃等の脅威への対処に

万善を期すために、基幹ネット

ワークのシステム改修及びホ

ームページの不正アクセス等

に対する遮断システムの導入

等、情報セキュリティ確保対策

及び保有個人情報の適切な管

理対策を実施した。 
 なお、平成２７年度において

は、適性診断用貸出機器からの

適性診断票誤印刷、第三者への

FAX 誤送信、メールアドレスの

誤送信等の事案が発生したと

ころであるが、これらの発生を

受け、「個人情報保護のための

全職員が守るべきポイント１

０則」を策定し全役職員に周知

徹底を図るとともに、各主管支

所内の緊急ミーティングの実

施、臨時主管支所長会議の開催

のほか、６月・７月を「情報セ

キュリィティ・個人情報保護強

化月間」として指定し、職員一

人一人に保有個人情報の漏え

いに対する重大性を強く認識

させる等の再発防止に取り組

んだ。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 190 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 中期目標期間

における予算、収

支計画及び資金

計画について、各

事業における目

標を考慮した上

で適切に計画し、

健全な財務体質

の維持を図る。 
 なお、毎年の運

営費交付金額の

算定については、

運営費交付金債

務残高の発生状

況にも留意した

上で、厳格に行う

ものとする。 

本計画に従っ

たサービスその

他業務の質の向

上を図りつつ、予

算、収支計画及び

資金計画を以下

のとおり策定し

ます。 
 なお、毎年の運

営費交付金額の

算定については、

運営費交付金債

務残高の発生状

況にも留意した

上で、厳格に行う

ものとします。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
予算、収支計画及び資金計

画について、各事業の目標

を考慮した適切な計画が

策定されているか。また、

計画に沿った適正な予算

執行等がなされているか。 

＜主要な業務実績＞ 
・中期計画に基づいた年度計画

予算、収支計画及び資金計画を

策定し、計画に沿って、サービ

スその他業務の質の向上を図

り適正に予算執行した。 
・運営費交付金額の算定につい

て、運営費交付金債務残高の発

生状況にも留意した上で、厳格

に実施した。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 中期計画に基づいた年度

計画予算、収支計画及び資

金計画を策定し、計画に沿

って、サービスその他業務

の質の向上を図りつつ、適

正な予算執行を行ってお

り、着実な実施状況にある

と認められ、運営費交付金

額の算定については、運営

費交付金債務残高の発生状

況にも留意した上で、厳格

に行ったところであり、平

成２８年度においても計画

を着実に実施する見込みで

あることから、中期計画を

十分に達成しているものと

判断しＢ評価とするもので

ある。  

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 中期計画に基づいた年度計画予算、収支計画

及び資金計画の下、サービスその他業務の質の

向上を図りつつ適正な予算執行を行っている

と認められる。運営費交付金額の算定について

は、運営費交付金債務残高の発生状況に留意し

た厳格な運営費交付金額の算定も行っており、

中期計画における所期の目標を達成すると認

められるため、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
 

 

 



81 
 

４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
事前分析表（平成 27 年度）28－⑯ 
行政事業レビューシート事業番号 191 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 業務の確実な

遂行のため、施

設・設備の計画的

な整備・更新を進

めるとともに、適

切な維持管理を

行う。 

千葉、東北、岡

山及び中部の各

療護センターの

医療機器等の整

備・更新について

は、その必要性を

厳正に検証した

上で実施します。

また、これらの医

療機器等の適切

な維持管理を行

います。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
中期計画に沿って計画的

な整備・更新が行われてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 
 計画に基づき、以下のとお

り、施設・設備の整備を順次行

った。 
（平成２４年度） 
・東北療護センター  
 コンピューター断層撮影装

置（CT）の更新 
・中部療護センター  
 核 医 学 画 像 診 断 装 置

（SPECT（RI））の更新 
 サイクロトロン電源及び制

御機器の更新 
（平成２５年度） 
・千葉療護センター  
 患者情報システムの整備 
・東北療護センター、岡山療護

センター  
 磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲ

Ｉ）のバージョンアップ 
・中部療護センター  

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 中期計画に基づく設備等

について、各年度の計画ど

おり仕様に沿って整備し、

適切に執行しており、平成

２８年度においても計画を

着実に実施する見込みであ

ることから、中期計画を十

分に達成しているものと判

断しＢ評価とするものであ

る。 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画に沿って適正に整備・更新がなされ

ており、中期計画における所期の目標を達成す

ると認められることから、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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 診断支援画像ネットワーク

システムの更新 
（平成２６年度） 
・岡山療護センター  
 コンピュータ断層撮影装置

（CT）更新 
 X 線画像診断装置更新 
・中部療護センター  
 脳磁図計（MEG）棟建設 
（平成２７年度） 
・中部療護センター  
 脳磁図計（ＭＥＧ）新設 
 Ｘ線撮影装置更新 
・千葉療護センター、岡山療護

センター  
 生化学自動分析装置更新 
・千葉療護センター  
 高圧蒸気滅菌装置更新 
・東北療護センター  
 人工呼吸器更新 
（平成２８年度）  
・千葉療護センター  
 陽電子放出断層撮影装置（Ｐ

ＥＴ－ＣＴ）更新  
 超音波診断装置更新 
・東北療護センター  
 低温プラズマ滅菌装置更新 
・岡山療護センター  
 免疫発光測定装置更新 
・中部療護センター  
 ＦＤＧ合成装置更新 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
給与水準の対国家公

務員指数（ラスパイ

レス指数）（計画値） 

平成 28 年度までに

100.0 以下に引き

下げ 

－ － － － － 100.0 以下 － 

給与水準の対国家公

務員指数（ラスパイ

レス指数）（実績値） 

－ 105.1 104.5 104.9 103.8 103.2 － － 

達成度 － － － － － － － － 
 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 給与水準につ

いては、国家公務

員の給与水準も

十分考慮し、手当

を含め役職員給

与の在り方につ

いて厳しく検証

した上で、目標水

準・目標期限を設

定してその適正

化に計画的に取

り組むとともに、

その検証結果や

取組状況を公表

するものとする。 
また、総人件費

についても、政府

給与水準につ

いては、国家公務

員の給与水準等

を考慮した目標

水準・目標期限を

設定して適正化

に取り組むとと

もに、その取組状

況等を公表しま

す。 
特に事務・技術

職員の給与水準

については、平成

２２年度の対国

家公務員指数が

年齢勘案で１０

４．７となってい

＜主な定量的指標＞ 
給与水準の対国家公務員

指数（ラスパイレス指数） 
 
＜その他の指標＞ 
なし 
 
＜評価の視点＞ 
給与水準や総人件費の見

直しが着実に行われてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 
 給与水準については、国家公

務員の給与水準等を考慮した

目標水準・目標期限を設定して

適正化に取り組み、その取組状

況等を公表するとともに、新規

職員の積極的な採用により職

員の新陳代謝を図り、ラスパイ

レス指数を１００．０以下に引

き下げるための取組を実施し

た。 
 また、総人件費についても、

政府における総人件費削減の

取組を踏まえた見直しを実施

した。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
 毎年度、政府における総

人件費削減の取り組みを踏

まえた見直しを行うととも

に、新規職員の採用により

職員の新陳代謝を図り、給

与水準の見直しを図ってお

り、平成２８年度において

も計画を着実に実施する見

込みであることから、中期

計画を十分に達成している

ものと判断しＢ評価とする

ものである。 

評定 Ｂ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
政府における総人件費削減の取り組みや国

家公務員の給与水準等を踏まえた見直しを着

実に実施するとともに、積極的な新規採用によ

る職員の新陳代謝を図っており、中期計画にお

ける所期の目標を達成すると認められること

から、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
引き続き、給与水準及び総人件費に係る政府の

取り組み等に着実に対応する必要がある。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 
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における総人件

費削減の取組を

踏まえ、厳しく見

直すものとする。 

ることを踏まえ、

平成２８年度ま

でにその指数を

１００．０以下に

引き下げるよう、

給与水準を厳し

く見直します。 
 また、総人件費

についても、政府

における総人件

費削減の取組を

踏まえた見直し

を行います。 
  

 
４．その他参考情報 
特になし 

 

 


